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春
秋
学
特
殊
用
語
集
（

ヽ

中
国
研
究
集
刊
縦
号
（
総
五
十
三
号
）
平
成
二
十
三
年
六
月
一
ー
ニ
六
頁

本
稿
は
、
一
般
の
語
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
で
は
な
か
な
か
明
ら
か
に
し
難

い
「
春
秋
学
」
の
特
殊
用
語
に
つ
い
て
、
「
春
秋
学
」
学
の
立
場
か
ら
、
専

ら
論
理
的
に
分
析
を
試
み
た
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
こ
の
第
一
回
で
は
、

順
不
同
に
、
【
悪
愈
】
【
従
可
知
】
【
蹟
倍
公
】
【
王
魯
】
【
無
伝
】
【
中
寿
】
【
内

辞
】
【
懐
悪
】
【
刑
人
】
【
中
国
】
【
文
実
】
の
十
一
語
を
扱
う
。

【
悪
愈
】

「
愈
」
と
い
う
文
字
は
、
一
般
に
、
『
論
語
』
公
冶
長
に
「
女
与
回

也
執
愈
」
と
あ
る
よ
う
に
、
相
手
よ
り
ま
さ
る
、
す
ぐ
れ
て
い
る
、

の
意
味
で
使
わ
れ
る
。
狸
公
十
四
年
の
左
氏
伝
文
に
①
「
庸
知
愈

乎
」
と
あ
り
、
昭
公
十
年
の
左
氏
伝
文
に
②
「
庸
愈
乎
」
と
あ
り
、

同
二
十
年
の
左
氏
伝
文
に
③
「
亡
愈
於
死
」
と
あ
り
、
隠
公
七
年

の
穀
梁
伝
文
に
④
「
以
帰
猶
愈
乎
執
也
」
と
あ
る
の
も
、
ま
さ
る
、

す
ぐ
れ
て
い
る
、
の
意
味
に
解
釈
し
て
、
別
に
誤
り
で
は
な
い
が
、

①
は
、
君
の
暴
虐
を
放
置
す
る
こ
と
と
臣
下
が
君
を
廃
置
す
る
こ

と
と
の
比
較
、
②
は
、
斉
の
強
臣
の
陳
氏
・
飽
氏
に
つ
く
こ
と
と

槃
氏
・
高
氏
に
つ
く
こ
と
と
の
比
較
、
③
は
、
死
〔
殺
さ
れ
る
こ

と
〕
と
亡
〔
に
げ
る
こ
と
〕
と
の
比
較
、
④
は
、
執
〔
と
ら
え
ら

れ
る
こ
と
〕
と
以
帰
〔
つ
れ
か
え
ら
れ
る
こ
と
〕
と
の
比
較
、
つ

ま
り
、
い
ず
れ
も
み
な
、
非
価
値
的
な
も
の
ど
う
し
の
比
較
で
あ

る
か
ら
、
語
感
と
し
て
は
、
ま
し
に
な
る
、
ま
し
で
あ
る
、
と
し

た
方
が
よ
り
適
切
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
〔
④
の
「
猶
」
に
注
目
。

II

ま
だ
ま
し
で
あ
る
II

と
い
う
ふ
う
に
、
び
っ
た
り
あ
て
は
ま
る
〕
。

な
お
、
桓
公
十
一
年
の
公
羊
伝
文
「
然
後
有
鄭
国
」
の
何
注
に
「
猶

愈
於
国
之
亡
」
と
あ
る
の
も
同
様
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
何
注
に

は
「
悪
愈
」
と
い
う
分
か
り
に
く
い
表
現
が
四
箇
所
ほ
ど
見
え
る
。

―
つ
は
、
隠
公
八
年
の
公
羊
伝
文
「
斉
亦
欲
之
」
の
何
注
①
「
斉

悪
起
則
魯
蒙
欲
邑
見
於
悪
愈
突
」
で
あ
り
、
二
つ
は
、
荘
公
二

十
八
年
伝
文
「
緯
以
凶
年
造
邑
也
」
の
何
注
②
「
諒
使
若
造
邑
而

後
無
委
禾
者
悪
愈
也
」
で
あ
り
、
三
つ
は
、
定
公
元
年
伝
文
「
立

岩

本

憲

司

(1) 



燭
宮
非
礼
也
」
の
何
注
③
「
使
若
比
武
宮
悪
愈
」
で
あ
り
、
四
つ

は
、
哀
公
十
三
年
伝
文
「
天
下
諸
侯
莫
敢
不
至
也
」
の
何
注
④
「
使

若
天
下
盛
会
之
而
魯
侯
蒙
俗
会
之
者
悪
愈
」
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、

い
ず
れ
も
み
な
、
内
容
的
に
は
、

II

あ
く
ま
で
悪
の
範
囲
内
で
の

こ
と
で
は
あ
る
が
、
比
較
す
れ
ば
ま
し
で
あ
る
II

と
い
う
こ
と
で

あ
っ
て
、
非
価
値
的
な
も
の
ど
う
し
の
比
較
で
あ
る
か
ら
、
上
の

左
氏
・
穀
梁
伝
文
の
四
例
と
同
じ
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
「
悪

愈
」
を
そ
の
ま
ま

II

悪
が
ま
し
で
あ
る
II

あ
る
い
は

II

悪
が
ま
し

に
な
る
“
と
し
た
の
で
は
、
ど
う
も
お
さ
ま
り
が
よ
く
な
い
。
そ

こ
で
、
上
の
左
氏
伝
文
②
の
杜
注
に
「
罪
悪
不
差
於
陳
飽
」
と
あ

る
の
が
参
考
に
な
る
。
昭
公
二
十
年
の
左
氏
伝
文
「
相
従
為
愈
」

の
杜
注
「
愈
差
也
」
に
従
っ
て
置
き
か
え
る
と
、
「
罪
悪
不
愈
於

陳
飽
」
と
な
っ
て
、
否
定
文
で
は
あ
る
が
、
「
悪
愈
」
と
構
造
が
同

じ
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
で
、
「
罪
悪
不
差
於
陳
飽
」
に
も
ど
し
て
、

「
差
」
の
意
味
を
考
え
て
み
る
と
、
荘
公
二
十
九
年
の
公
羊
伝
文

「
凶
年
不
脩
」
の
何
注
に
「
繕
故
功
費
差
軽
於
造
邑
」
と
あ
り
、

荘
公
六
年
の
穀
梁
伝
文
「
悪
戦
則
殺
突
」
の
疸
注
に
「
我
与
王
人

戦
罪
差
減
」
〔
「
罪
」
に
も
注
目
〕
と
あ
り
、
文
公
二
年
の
穀
梁
伝

文
「
為
公
緯
也
」
の
苑
注
に
「
不
与
其
君
盟
於
恥
差
降
」
〔
「
恥
」

に
も
注
目
〕
と
あ
っ
て
、
「
差
」
に
は
、
軽
や
減
の
よ
う
な
意
味
が

あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
意
味
の
「
差
」
を
「
愈
」
に
あ
て
は

め
る
と
、
結
局
、
「
悪
愈
」
と
は
、
悪
が
減
殺
さ
和
る
と
か
、
軽
減

ず
る
と
か
、
軽
微
で
あ
る
と
か
い
う
意
味
に
な
る
の
で
あ
る
〔
ち

な
み
に
、
陳
立
の
『
公
羊
義
疏
』
も
、
こ
う
い
う
思
考
の
筋
道
を

通
っ
た
か
ど
う
か
は
別
に
し
て
、
②
に
つ
い
て
「
悪
少
軽
」
と
し
、

④
に
つ
い
て
「
其
恥
少
殺
」
と
し
て
い
る
。
な
お
、
偲
公
二
十
八

年
の
公
羊
伝
文
「
不
与
再
致
天
子
也
」
の
何
注
に
「
一
失
礼
尚
愈

再
失
礼
重
」
と
あ
る
の
も
、
「
愈
」
が
「
重
」
と
対
比
さ
れ
て
い

る
か
ら
、
参
考
に
な
ろ
う
〕
。
た
だ
し
、
「
愈
」
即
「
軽
」
と
い
う

わ
け
で
は
な
い
。
実
は
、
「
悪
愈
」
の
「
愈
」
に
は
、
ま
し
で
あ
る

と
い
う
意
味
も
残
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
悪
は
非
価
値
的
な
も
の

で
あ
る
か
ら
、

II

ま
し
で
あ
る
II

こ
と
と

II

軽
微
で
あ
る
II

こ
と

と
が
等
価
な
の
で
あ
り
、
「
悪
愈
」
の
「
愈
」
は
こ
の
両
義
を
同
時

に
含
ん
で
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
な
お
、
荘
公
六
年
の
公

羊
伝
文
「
王
人
耳
」
の
何
注
に
「
使
若
遣
微
者
弱
愈
」
と
あ
る
。

こ
の
「
弱
愈
」
も
、
「
弱
」
が
非
価
値
的
な
も
の
で
あ
る
か
ら
、
「
悪

愈
」
と
同
様
に
考
え
ら
れ
る
〔
つ
ま
り
、

II

弱
体
さ
は
軽
微
で
あ

る
II

と
い
う
こ
と
。
ち
な
み
に
、
校
勘
記
に
「
弱
愈
猶
少
也
」
と

あ
る
の
は
、
舌
足
ら
ず
で
あ
る
〕
。
さ
ら
に
何
注
に
は
、
「
愈
」
だ

け
の
も
の
が
二
箇
所
ほ
ど
見
え
る
。
―
つ
は
、
荘
公
九
年
の
公
羊

伝
文
「
使
若
衆
然
」
の
何
注
①
「
使
若
悉
得
斉
諸
大
夫
約
束
之
者

愈
也
」
で
あ
り
、
二
つ
は
、
宣
公
四
年
の
伝
文
「
辞
取
向
也
」
の

何
注
②
「
使
若
宮
不
肯
聴
公
平
伐
取
其
邑
以
弱
之
者
愈
也
」

で
あ
る
。
こ
の
二
例
は
、
文
脈
か
ら
考
え
て
、
「
愈
」
の
上
に
非
価

(2) 



値
的
な
語
を
補
い
、

II

悪
は
軽
微
で
あ
る
II

あ
る
い
は

II

恥
は
軽

微
で
あ
る
II

と
解
し
て
も
よ
い
し
〔
①
に
つ
い
て
『
義
疏
』
は
「
較

与
―
二
大
夫
盟
恥
少
殺
」
と
し
て
い
る
〕
、
そ
の
ま
ま

II

ま
し
で

あ
る
II

と
解
し
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
ち
な
み
に
、
②
に
関
す
る

『
義
疏
』
に
は
「
愈
者
愈
於
直
書
取
向
悪
殺
也
」
と
あ
っ
て
、

二
重
に
解
釈
し
て
お
り
、
陳
立
も
ま
た
、
上
述
の
両
義
の
問
題
に

行
き
つ
い
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
（
補
足
）
宣
公
九
年
の
伝
文
「
未

出
其
地
故
不
言
会
也
」
の
何
注
に
「
左
右
皆
臣
民
雖
卒
於
会

上

危

愈

於

寛

外

故

不

復

著

言

会

也

出

外

死

有

軽

重

死

於

師
尤
甚
於
会
次
之
於
人
國
次
之
於
封
内
最
軽
」
と
あ
っ
て
、

大
い
に
参
考
に
な
る
。

【
従
可
知
】

桓
公
二
年
の
公
羊
伝
文
「
若
楚
王
之
妻
婿
無
時
焉
可
也
」
の

何
注
に
①
「
従
可
知
省
文
也
」
と
あ
り
、
同
五
年
の
伝
文
「
言
需

則
旱
見
」
の
何
注
に
②
「
従
可
知
故
省
文
也
」
と
あ
り
、
荘
公
四

年
の
経
文
「
春
王
二
月
夫
人
姜
氏
狸
斉
侯
干
祝
丘
」
の
何
注
に
③

「
省
文
従
可
知
例
」
と
あ
り
、
儘
公
五
年
の
伝
文
「
一
事
而
再
見

者
前
目
而
後
凡
也
」
の
何
注
に
④
「
省
文
従
可
知
」
と
あ
る
〔
隠

公
元
年
の
伝
文
「
内
之
微
者
也
」
の
何
注
に
⑤
「
（
主
国
主
名
）
与

可
知
故
省
文
」
と
あ
る
の
も
、
「
与
」
を
と
も
に
で
は
な
く
て
、
「
従
」

に
通
じ
る
と
み
れ
ば
、
同
例
で
あ
る
〕
。
こ
れ
ら
に
見
ら
れ
る
「
従

可
知
」
と
は
、
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
意
味
な
の
か
。
今
、
隠
公

五
年
の
伝
文
「
僭
天
子
不
可
言
也
」
の
何
注
に
「
従
末
言
初
可
知
」

と
あ
り
、
桓
公
十
年
の
伝
文
「
近
乎
囲
也
」
の
何
注
に
「
従
下
説

可
知
」
と
あ
り
、
哀
公
元
年
の
経
文
「
楚
子
陳
侯
随
侯
許
男
囲
察
」

の
何
注
に
「
従
滅
以
帰
可
知
」
と
あ
る
よ
う
な
、
「
従

S
可
知
〔
＼

に
よ
っ
て
わ
か
る
〕
」
と
い
う
似
た
型
の
も
の
と
類
比
す
れ
ば
、
「
従

可
知
」
は
、

S
に
あ
た
る
部
分
が
な
い
か
ら
、
特
に
何
か
に
よ
ら

な
く
て
も
、

II

お
の
ず
と
わ
か
る
II

と
い
っ
た
ほ
ど
の
意
味
で
あ

る
、
と
考
え
ら
れ
る
〔
つ
ま
り
、

II

よ
り
て
知
る
べ
し
II

と
読
む

の
で
あ
り
、
定
公
十
五
年
の
伝
文
「
三
卜
之
運
也
」
の
何
注
に
「
従

可
知
」
と
あ
る
の
も
、
も
ち
ろ
ん
同
様
で
あ
る
〕
。
た
だ
し
、
③
「
省

文
従
可
知
例
」
は
少
々
や
っ
か
い
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
③
は
、

骨
組
だ
け
を
示
せ
ば
「
従
S

例
」
で
あ
り
、
こ
の
型
は
、

I
I
S

の
例

に
従
う
II

と
も
読
め
る
か
ら
で
あ
る
。
実
際
、

I
I
S

の
例
に
従
う
II

は
、
「
従
小
国
例
」
〔
隠
八
〕
「
従
未
鍮
年
君
例
」
〔
荘
九
〕
「
従
微

者
例
」
〔
荘
二
十
四
〕
「
従
諸
侯
夫
人
例
」
〔
偕
九
〕
「
従
始
至
例
」

〔
文
九
〕
「
従
無
罪
例
」
〔
文
十
五
〕
「
従
有
罪
例
」
〔
宣
十
八
〕
「
従

執
例
」
〔
定
四
〕
な
ど
、
何
注
に
頻
見
す
る
〔
ち
な
み
に
、
文
公
十

四
年
の
伝
文
「
其
言
試
其
君
舎
何
」
の
何
注
に
「
問
例
所
従
也
」

と
あ
っ
て
、
例
と
は
、
従
う
も
の
な
の
で
あ
る
。
ま
た
、
同
年
の

伝
文
「
執
者
昂
為
或
称
行
人
或
不
称
行
人
」
の
何
注
に
「
此
問
諸

侯
相
執
大
夫
所
称
例
」
と
あ
っ
て
、
例
と
は
、
称
謂
あ
る
い
は
も

(3) 



っ
と
広
く
書
法
を
い
う
の
で
あ
る
〕
。
し
か
し
な
が
ら
、
他
の
①
②

④
と
の
類
似
か
ら
考
え
て
、
③
だ
け
を
II

知
る
べ
き
の
例
に
従
う
II

と
読
む
わ
け
に
は
ゆ
か
ず
、
や
は
り
、

II

よ
り
て
知
る
べ
き
の
例
な

り
II

と
読
む
べ
き
で
あ
ろ
う
。
な
お
、

I
I
S

の
例
で
あ
る
II

で
は
、

I
I
S

の
例
に
従
う
II

と
比
べ
て
、
文
章
と
し
て
何
と
な
く
尻
切
れ

と
ん
ぼ
の
印
象
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
実
は
、

I
I
S

の
例
で
あ

る
II

と
い
う
締
め
方
は
、
何
注
に
頻
見
す
る
。
た
と
え
ば
、
偕
公

二
十
五
年
の
伝
文
「
両
之
也
」
の
何
注
に
「
小
国
例
也
」
と
あ
り
、

宣
公
元
年
の
伝
文
「
有
姑
之
辞
也
」
の
何
注
に
「
公
不
親
迎
危
録

之
例
也
」
と
あ
る
の
が
こ
れ
で
あ
る
が
、
よ
り
適
切
な
例
と
し
て

は
、
荘
公
九
年
の
伝
文
「
復
醤
者
在
下
也
」
の
何
注
に
⑥
「
得
意

不
得
意
可
知
例
」
と
あ
り
、
儘
公
三
十
三
年
の
経
文
「
公
伐
邦
婁

取
叢
」
の
何
注
に
⑦
「
得
意
可
知
例
」
と
あ
り
、
哀
公
七
年
の
伝

文
「
内
大
悪
緯
也
」
の
何
注
に
⑧
「
得
意
可
知
例
」
と
あ
る
。
ち

な
み
に
、
「
得
意
」
「
不
得
意
」
は
、
「
可
知
」
の
根
拠
で
は
な
く

て
対
象
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
ら
は
本
来
、
「
可
知
例
」
の
上
に
「
従
」

を
補
っ
て
、
「
従
可
知
例
」
と
し
て
も
よ
い
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
う

、
、
、

す
る
と
③
と
同
じ
に
な
る
。
な
お
、
「
日
月
星
辰
従
可
知
也
（
中
略
）

社
稜
等
祀
従
可
知
也
」
〔
『
続
漢
書
』
祭
祀
志
中
・
注
〕
「
是
以
由

其
威
儀
一
於
外
而
其
心
如
結
於
内
者
従
可
知
也
」
〔
『
詩
集
伝
』
鴫

鳩
〕
「
銅
朗
之
尺
従
而
可
知
芙
」
〔
『
律
呂
新
書
』
〕
「
其
所
立
所
行

従
可
知
突
」
〔
『
孟
子
集
註
大
全
』
膝
文
公
下
〕
な
ど
、
対
象
を
先

に
あ
げ
て
「
従
可
知
」
「
従
而
可
知
」
で
承
け
る
文
は
、
後
代
に
も

見
え
る
〔
特
に
「
従
而
可
知
」
は
注
目
に
値
す
る
。
「
而
」
が
入
れ

ば、

II

知
る
べ
き
に
従
う
II

と
読
む
可
能
性
は
消
え
る
か
ら
で
あ

る
〕
。
と
こ
ろ
で
、
陳
立
の
『
公
羊
義
疏
』
は
、
②
に
つ
い
て
「
従

省
文
例
」
と
言
い
、
④
に
つ
い
て
「
従
省
文
」
と
言
っ
て
い
る
。

陳
立
の
真
意
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
が
、
こ
れ
ら
は
、
II

省
文
（
の
例
）

に
従
う
II

と
し
か
読
め
な
い
か
ら
、
③
に
つ
い
て
も
、
”
知
る
べ

き
の
例
に
従
う
II

と
読
ん
で
い
る
の
で
は
な
い
か
と
推
量
さ
れ

る
。
案
の
定
、
⑥
に
つ
い
て
「
従
可
知
例
省
文
故
也
」
と
言
っ
て

い
る
〔
こ
れ
は
③
を
転
倒
さ
せ
た
型
で
あ
る
〕
。
だ
か
ら
、
⑦
⑧
に

つ
い
て
「
従
可
知
例
」
と
言
っ
て
い
る
の
も
、

II

よ
り
て
知
る
べ

き
の
例
な
り
II

で
は
な
く
て
、
あ
く
ま
で
、
陳
立
一
流
の

II

知
る

べ
き
の
例
に
従
う
II

な
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
陳
立
は
、
上
に
数

多
く
あ
げ
た
、

I
I
S

の
例
に
従
う
“
と
い
う
、
従
う
も
の
と
し
て

の
例
に
、
更
に
「
可
知
例
」
あ
る
い
は
「
省
文
例
」
を
つ
け
加
え

た
の
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
勝
手
な
設
定
に
は
、
そ
れ
こ
そ
、
従

え
な
い
。
最
後
に
、
確
認
の
た
め
、
①
②
③
④
を
訳
し
て
お
く
と
、

①
は

II

（
経
が
正
さ
な
い
の
は
）
お
の
ず
と
わ
か
る
か
ら
省
略
し
た

の
で
あ
る
II

と
な
り
、
②
は

II

お
の
ず
と
わ
か
る
か
ら
省
略
す
る

の
で
あ
る
II

と
な
り
、
③
は

II

（
三
度
目
の
外
出
に
月
を
い
わ
な

い
の
は
）
省
略
し
て
も
お
の
ず
と
わ
か
る
と
い
う
例
で
あ
る
II

と

な
り
、
④
は

II

省
略
し
て
も
お
の
ず
と
わ
か
る
か
ら
で
あ
る
II

と
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な
る
。
（
補
足
）
『
義
疏
』
の
「
従
省
文
」
か
ら
の
連
想
で
、

II

省
略

に
し
た
が
う
II

と
い
う
言
葉
を
思
い
出
し
た
。
し
た
が
う
が
従
う

だ
と
し
て
、
こ
の
場
合
の
「
従
」
は
、
ど
う
い
う
意
味
な
の
か
。

「
従
事
」
の
「
従
」
と
同
じ

II

な
す
II

の
で
よ
い
の
だ
ろ
う
か

〔？〕。

【
蹟
偕
公
】

文
公
二
年
の
《
春
秋
》
経
文
に
「
八
月
丁
卯
大
事
干
大
廟
蹟

偲
公
」
と
あ
る
。
三
伝
を
み
る
と
、
共
通
し
て
「
逆
祀
也
」
と
あ

る
か
ら
、
こ
の
経
は
、

II

文
公
が
、
倍
公
な
ど
の
未
毀
廟
の
主
を
、

各
自
の
廟
か
ら
大
廟
に
の
ぼ
じ
で
合
祭
す
る
と
き
、
在
位
の
順
序

か
ら
す
れ
ば
、
本
来
、
閃
公
を
上
位
に
、
儘
公
を
下
位
に
据
え
る

べ
き
な
の
に
、
偕
公
は
閃
公
の
庶
兄
で
あ
り
、
し
か
も
自
分
の
父

で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
か
ら
、
特
別
に
優
遇
し
て
、
偕
公
を
閃
公

の
上
に
の
ぼ
し
、
正
し
い
順
序
を
顛
倒
し
た
II

と
い
う
内
容
の
記

事
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
確
か
に
内
容
は
そ
う
な
の
だ
が
、
経

の
原
文
「
蹟
儘
公
」
を
ど
う
読
む
か
に
つ
い
て
は
、
二
説
あ
る
〔
た

だ
し
、
「
蹟
」
が
升
あ
る
い
は
登
、
つ
ま
り
5
ぼ
ず
の
意
で
あ
る
点

は
、
共
通
〕
。
―
つ
は
、

II

大
廟
に
の
ぼ
す
II

と
読
む
も
の
で
、
こ

の
場
合
、
「
蹟
儘
公
」
と
「
逆
祀
」
と
は
別
々
の
事
柄
、
と
い
う
こ

と
に
な
る
。
二
つ
は
、

II

閃
公
の
上
に
の
ぼ
す
II

と
読
む
も
の
で
、

こ
の
場
合
、
「
蹟
偕
公
」
と
「
逆
祀
」
と
は
同
一
の
事
柄
、
と
い
う

こ
と
に
な
る
〔
な
お
、
「
逆
祀
」
に
つ
い
て
も
、
同
じ
穆
の
中
で
単

に
位
次
を
逆
に
し
た
だ
け
な
の
か
、
あ
る
い
は
、
昭
・
穆
そ
の
も

の
を
逆
に
し
て
し
ま
っ
た
の
か
、
と
い
う
や
か
ま
し
い
議
論
が
あ

る
の
だ
が
、
こ
こ
で
は
追
求
し
な
い
〕
。
ま
ず
、
公
羊
伝
文
に
「
未

毀
廟
之
主
皆
升
合
食
干
大
祖
（
中
略
）
蹟
者
何
升
也
何
言

乎

升

倍

公

晟

何

誤

爾

逆

祀

也

其

逆

祀

奈

何

先

禰

而

後

祖
也
」
と
あ
る
の
が
、
前
者
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
こ
こ
で
は
、

II

の
ぼ
す
II

対
象
は
、
倍
公
だ
け
で
な
く
、
「
皆
」
で
あ
り
、
し
か

も
、
「
逆
祀
」
は
、
談
る
理
由
の
説
明
と
し
て
、
下
の
方
で
始
め
て

出
て
く
る
、
か
ら
で
あ
る
〔
も
し
、
「
蹟
倍
公
」
即
「
逆
祀
」
な
ら

ば
、
譲
っ
て
い
る
こ
と
は
自
明
で
、
後
半
の
問
答
は
不
要
で
あ
ろ

う
〕
。
つ
ま
り
、
「
蹟
」
と
い
う
の
は
、
平
常
の
出
来
事
〔
合
祭
す

る
こ
と
〕
な
の
で
あ
り
、
対
象
は
未
毀
廟
の
主
す
べ
て
に
渡
る
か

ら
、
普
通
は
い
ち
い
ち
書
か
な
い
の
で
あ
る
が
、
こ
の
時
は
特
別

に
、
倍
公
に
つ
い
て
逆
祀
が
行
な
わ
れ
た
か
ら
、
そ
れ
を
晟
る
た

め
に
、
儘
公
に
つ
い
て
だ
け
は
例
外
的
に
「
蹟
」
を
書
い
た
、
と

い
う
こ
と
で
あ
る
〔
桓
公
四
年
等
の
伝
文
に
「
常
事
不
書
此
何

以
書
譲
」
と
あ
る
の
が
参
考
に
な
ろ
う
〕
。
ち
な
み
に
、
何
注
も
、

伝
に
あ
わ
せ
て
、
「
自
外
来
曰
升
」
と
か
、
「
升
謂
西
上
」
と
か
、

中
性
的
な
説
明
を
施
し
て
い
る
。
な
お
、
穀
梁
伝
文
に
「
未
毀
廟

之

主

皆

升

合

祭

干

大

祖

蹟

升

也

先

親

而

後

祖

也

逆

祀

也
」
と
あ
る
の
も
、
明
ら
か
に
公
羊
の
面
的
な
模
倣
で
あ
る
か
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ら
、
上
の
公
羊
と
同
様
の
こ
と
が
言
え
る
。
さ
て
、
こ
の
様
相
が

す
っ
か
り
変
わ
り
、
後
者
の
読
み
が
台
頭
し
て
く
る
の
は
、
左
氏

学
に
於
い
て
で
あ
る
。
そ
の
集
約
的
な
表
現
は
、
上
の
文
公
二
年

の

経

文

に

関

す

る

杜

注

に

「

蹟

升

也

偲

公

閃

公

庶

兄

継

閃
而
立
廟
坐
宜
次
閃
下
今
升
在
閃
上
故
書
而
誤
之
」
と
し

て
見
え
る
が
、
そ
の
根
拠
は
、
左
氏
伝
文
中
の
説
話
の
一
節
「
於

是
夏
父
弗
忌
為
宗
伯
尊
催
公
且
明
見
日
吾
見
新
鬼
大
故
鬼

小

先

大

後

小

順

也

蹟

聖

賢

明

也

明

順

礼

也

」

に

あ

る
。
こ
の
「
蹟
聖
賢
」
は
、

II

倍
公
を
の
ぼ
す
II

と
い
う
こ
と
で

あ
る
が
、
そ
う
す
る
こ
と
が
明
〔
明
智
〕
で
あ
る
と
言
う
以
上
、

単
に
大
廟
に
の
ぼ
す
〔
合
祭
す
る
〕
の
意
味
で
は
あ
り
え
ず
、
優

遇
し
て
上
位
に
の
ぼ
す
の
意
味
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
、
か
ら
で

あ
る
。
な
お
、
『
国
語
』
魯
語
上
に
も
同
様
の
説
話
が
見
え
る
が
、

そ
の
一
節
「
夏
父
弗
忌
為
宗
蒸
将
蹟
偕
公
宗
有
司
日
非
昭

穆
也
」
が
大
い
に
参
考
に
な
る
。
倍
公
を
の
ぼ
そ
う
と
す
る
と
、

即
座
に
、
正
し
い
順
序
で
は
な
い
と
反
対
さ
れ
た
、
と
言
う
以
上
、

こ
こ
の
「
蹟
」
も
、
上
位
に
の
ぼ
す
の
意
味
と
考
え
ざ
る
を
得
な

い
、
か
ら
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
こ
こ
の
尊
昭
注
に
引
く
買
達
注
に

「
将
升
僣
公
於
閲
公
上
也
」
と
あ
り
、
買
達
は
も
ち
ろ
ん
左
氏
家

で
あ
る
〔
な
お
、
尊
昭
自
身
は
「
此
魯
文
公
二
年
喪
畢
給
祭
先
君

於
大
廟
升
翠
廟
之
主
序
昭
穆
之
時
也
」
と
注
し
、
そ
の
下
に

公
羊
伝
文
を
引
い
て
い
る
。
つ
ま
り
、
公
羊
流
に

II

大
廟
に
の
ぼ

す
II

と
読
ん
で
い
る
の
で
あ
る
〕
。
要
す
る
に
、
左
氏
に
よ
る
読

み
の
変
化
は
、
左
氏
が
、
公
羊
に
は
な
い
夏
父
弗
忌
説
話
を
伝
と

し
て
採
用
し
た
こ
と
に
起
因
す
る
、
と
言
え
よ
う
。
さ
ら
に
、

II

閃

公
の
上
に
の
ぼ
す
II

と
読
む
左
氏
系
の
例
を
あ
げ
る
と
、
『
漢
書
』

五
行
志
中
之
上
に
「
経
日
大
事
於
大
廟
蹟
轍
公
左
氏
説
日

（
中
略
）
蹟
登
也
登
腋
公
於
慾
公
上
逆
祀
也
轍
雖
悠
之

庶
兄
嘗
為
慇
臣
臣
子
一
例
不
得
在
慾
上
」
と
あ
り
、
『
後
漢

書
』
周
挙
伝
に
「
挙
議
日
春
秋
魯
閃
公
無
子
庶
兄
儘
公
代
立

其
子
文
公
遂
蹟
倍
於
閃
上
孔
子
誤
之
書
日
有
事
干
大
廟

蹟
儘
公
伝
日
逆
祀
也
」
〔
い
き
な
り
「
逆
祀
也
」
と
言
う
の

は
、
左
氏
伝
文
で
あ
る
〕
と
あ
る
。
な
お
、
『
礼
記
』
礼
器
「
孔
子

日
威
文
仲
安
知
礼
夏
父
弗
恭
逆
祀
而
弗
止
也
」
の
疏
に
「
公

羊

董

仲

舒

説

蹟

偲

公

逆

祀

小

悪

也

左

氏

説

為

大

悪

也

許

君

謹

按

同

左

氏

説

鄭

駁

之

云

兄

弟

無

相

後

之

道

登

倍

公

主
於
閃
公
主
上
不
順
為
小
悪
也
」
と
あ
っ
て
、
鄭
玄
は
、
左
氏

の
大
悪
説
を
論
駁
し
て
は
い
る
が
、

II

閃
公
の
上
に
の
ぼ
す
II

説

に
は
従
っ
て
い
る
〔
ち
な
み
に
、
上
で
少
し
ふ
れ
た
、
同
じ
穆
の

中
で
単
に
位
次
を
逆
に
し
た
だ
け
と
い
う
の
が
、
こ
こ
の
「
小
悪
」

に
あ
た
り
、
昭
・
穆
そ
の
も
の
を
逆
に
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
の

が
、
「
大
悪
」
に
あ
た
る
〕
。
ま
た
、
穀
梁
の
苑
注
に
「
旧
説
儘

公
閃
公
庶
兄
故
文
公
升
偲
公
之
主
於
関
公
芯
上
耳
」
と
あ
る

の
も
、
お
そ
ら
く
左
氏
説
を
承
け
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
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【
王
魯
】

公
羊
伝
文
で
「
内
」
・
「
外
」
と
言
っ
た
場
合
、
「
内
」
と
は
魯

を
指
し
、
「
外
」
と
は
諸
夏
を
指
す
が
、
こ
れ
が
、
「
内
其
国
而
外

諸
夏
」
〔
成
公
十
五
年
〕
の
よ
う
に
、
動
詞
的
に
使
わ
れ
る
と
、
「
内
」

と
は
、
優
遇
ず
る
と
か
特
待
ず
る
と
か
い
っ
た
よ
う
な
意
味
に
な

る
〔
ち
な
み
に
、
こ
こ
で
は
、
「
其
国
」
と
い
う
の
が
魯
を
指
す
〕
。

し
か
も
、
「
内
不
言
戦
」
〔
桓
十
•
十
ニ
・
十
三
〕
「
内
不
言
敗
」
〔
荘

九
〕
「
内
不
言
火
」
〔
襄
九
〕
「
録
内
而
略
外
」
〔
隠
十
〕
「
録
乎
内
」

〔
儘
二
十
八
・
定
元
〕
と
あ
る
よ
う
に
〔
ち
な
み
に
、
「
録
」
は
、

詳
録
の
意
〕
、
優
遇
す
る
点
は
、
書
法
に
あ
る
。
「
内
緯
奔
謂
之
孫
」

〔
荘
元
〕
「
内
緯
殺
大
夫
謂
之
刺
之
」
〔
倍
二
十
八
〕
と
あ
る
の
も

そ
う
で
あ
る
が
、
こ
の
二
例
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
実
は
、
書
法

の
優
遇
と
言
っ
て
も
、
そ
の
中
心
は
、
「
緯
」
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。

「
内
大
悪
緯
」
と
い
う
伝
文
が
頻
見
す
る
所
以
で
あ
る
〔
隠
ニ
・

十
•
桓
ニ
・
昭
四
・
哀
七
〕
。
そ
し
て
、
以
上
の
こ
と
を
包
括
し
て

い
る
伝
文
が
「
内
辞
」
〔
桓
十
八
・
荘
九
・
倍
五
•
十
四
・
ニ
十
八
・

文
七
•
八
·
十
四
•
十
五
•
成
八
•
九
・
哀
七
〕
で
あ
る
。
つ
ま

り
、
「
内
辞
」
と
は
、

II

魯
の
た
め
に
特
別
に
緯
ん
だ
表
現
II

と
い

う
こ
と
に
な
る
〔
ち
な
み
に
、
桓
公
十
八
年
の
「
内
辞
」
の
何
注
に

「
内
為
公
緯
辞
」
と
あ
る
〕
。
さ
て
、
こ
の
よ
う
な
も
の
を
、
か
り

に
「
内
魯
」
説
と
呼
ぶ
と
し
て
、
こ
の
内
魯
説
は
、

II

春
秋
は
、
魯

の
年
代
記
に
も
と
づ
い
て
、
魯
人
の
孔
子
が
作
っ
た
II

と
い
う
春

秋
学
の
大
前
提
か
ら
す
れ
ば
、
き
わ
め
て
自
然
な
説
で
あ
っ
て
、

特
に
異
と
す
る
に
足
ら
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
下
っ
て
何
注
に
な
る

と
、
「
春
秋
王
魯
」
と
い
う
奇
妙
な
表
現
が
、
隠
公
篇
を
中
心
に
、

十
箇
所
以
上
み
え
る
。
も
ち
ろ
ん
、
①
「
春
秋
王
魯
以
魯
為
天

下
化
首
」
〔
隠
元
「
仲
子
微
也
」
注
〕
②
「
託
王
於
魯
」
〔
隠
十
「
於

内
大
悪
緯
小
悪
書
」
注
〕
③
「
春
秋
王
魯
因
見
王
義
」
〔
荘
三

十
一
「
旗
獲
而
過
我
也
」
注
〕
④
「
春
秋
託
王
干
魯
因
仮
以
見

王
法
」
〔
成
二
「
憂
内
也
」
注
〕
⑤
「
仮
魯
以
為
京
師
也
」
〔
成
十

五
「
春
秋
内
其
国
而
外
諸
夏
」
注
〕
の
よ
う
に
、
「
以

S
為

S
」
と

か
「
託

S
」
と
か
「
因
」
と
か
「
因
仮
」
と
か
「
仮

S
」
と
か
「
以

為
S
」
と
か
あ
っ
て
、
あ
く
ま
で
、
魯
を
王
と
み
な
す
の
で
あ
り
、

魯
に
王
を
仮
託
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
し
て
も
、
始
め
て
目

に
す
れ
ば
、
異
様
に
見
え
る
で
あ
ろ
う
。
今
、
こ
れ
を
「
王
魯
」

説
と
呼
ぶ
と
し
て
、
②
と
⑤
と
が
上
の
内
魯
説
の
伝
文
に
つ
け
ら

れ
た
注
で
あ
る
こ
と
か
ら
し
て
、
こ
の
王
魯
説
は
内
魯
説
の
発
展

形
態
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
が
、
こ
の
間
の
事
情
は
ど
の
よ
う
な

も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
、
『
公
羊
伝
』
と
何
注
と
を

結
ぶ
線
上
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
『
春
秋
繁
露
』
に
当
た
り
を
つ

け
て
調
べ
て
み
る
と
、
案
の
定
、
そ
の
三
代
改
制
質
文
篇
に
、
は

っ
き
り
と
「
故
春
秋
応
天
作
新
王
之
事
時
正
黒
統
王
魯
尚
黒

拙
夏
親
周
故
宋
」
と
あ
る
。
し
か
も
、
同
篇
に
は
「
春
秋
上
拙
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夏
下
存
周
以
春
秋
当
新
王
」
と
も
あ
っ
て
、
こ
の
両
者
を
比

較
対
照
す
る
と
、
「
王
魯
」
と
「
以
春
秋
当
新
王
」
と
は
全
く
等
価

で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
つ
ま
り
、
一
見
唐
突
に
み
え
る
「
王
魯
」

説
は
、
実
は
、
お
な
じ
み
の
春
秋
漢
代
制
作
説
〔
三
統
説
と
言
っ

て
も
よ
い
〕
の
一
環
と
し
て
あ
る
、
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
の
で

あ
る
。
と
い
う
の
も
、
《
春
秋
》
が
、
孔
子
が
漢
の
た
め
に
残
し
た

国
家
学
の
教
科
書
だ
と
し
て
、
《
春
秋
》
は
事
を
か
り
て
義
を
は
る

も
の
で
あ
る
た
め
、
事
の
主
体
と
し
て
何
ら
か
の
王
が
漢
の
手
本

と
し
て
登
場
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
現
実
の
周
が
だ
め
な
ら
、

そ
れ
は
、
魯
の
他
に
あ
り
得
な
い
、
か
ら
で
あ
る
〔
こ
の
際
、
既

に
「
内
魯
」
説
が
あ
っ
た
か
ら
、
飛
躍
は
そ
れ
ほ
ど
難
し
く
な
か

っ
た
は
ず
で
あ
る
〕
。
な
お
、
同
王
道
篇
に
「
諸
侯
来
朝
者
得
褒

祁

婁

儀

父

称

字

膝

膵

称

侯

荊

得

人

介

葛

慮

得

名

内

出

言

如
諸
侯
来
日
朝
大
夫
来
日
聘
王
道
之
意
也
」
と
あ
り
、
ま

た
、
同
奉
本
篇
に
「
今
春
秋
縁
魯
以
言
王
義
」
と
あ
る
の
も
、
お

そ
ら
く
王
魯
説
で
あ
ろ
う
〔
『
繁
露
』
は
晩
出
が
疑
わ
れ
る
が
、
こ

の
三
篇
は
、
葉
仲
舒
の
も
の
と
考
え
て
、
ま
ち
が
い
あ
る
ま
い
〕
。

ち
な
み
に
、
『
史
記
』
孔
子
世
家
に
「
乃
因
史
記
作
春
秋
（
中
略
）

披
魯
親
周
故
殷
運
之
三
代
」
と
あ
る
の
も
、
司
馬
遷
と
董
仲
舒

の
関
係
か
ら
考
え
れ
ば
、
蓋
仲
舒
の
王
魯
説
を
承
け
た
も
の
で
あ

ろ
う
。
さ
て
、
こ
の
よ
う
に
見
て
く
れ
ば
、
何
休
の
王
魯
説
が
菫

仲
舒
の
そ
れ
を
承
け
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
容
易
に
想
像
で
き

る
し
、

そ
の
証
拠
に
、
「
春
秋
錦
杞
新
周
而
故
宋
以
春
秋
当
新

王
」
〔
荘
二
十
七
「
杞
伯
来
朝
」
注
〕
と
か
、
「
孔
子
以
春
秋
当
新

王
上
麒
杞
下
新
周
而
故
宋
」
〔
宣
十
六
「
新
周
也
」
注
〕
と
か
、

三
統
説
を
ま
と
も
に
採
用
し
て
い
る
が
、
公
羊
学
の
展
開
と
し
て

考
え
る
と
き
に
は
、
葉
仲
舒
と
何
休
と
を
直
接
に
は
結
ば
ず
、
そ

の
間
に
緯
書
を
介
在
さ
せ
る
の
が
普
通
で
あ
る
。
そ
こ
で
緯
書
を

調
べ
て
み
る
と
、
夏
・
殷
・
周
あ
る
い
は
天
・
地
・
人
と
し
て
の

三
統
は
盛
ん
に
説
か
れ
て
い
る
が
、
「
王
魯
」
は
お
ろ
か
、
「
新
王
」

さ
え
‘
言
葉
ど
し
で
ば
現
わ
れ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
「
正
朔
三

而
改
」
〔
『
礼
記
』
表
記
疏
引
春
秋
元
命
包
〕
と
い
っ
た
よ
う
な
循

環
の
考
え
方
は
当
然
、
周
の
つ
ぎ
の
新
王
を
予
想
さ
せ
る
し
、
「
先

魯
後
殷
新
周
故
宋
」
〔
『
文
選
』
笙
賦
注
引
楽
動
声
儀
〕
の
「
新

周
故
宋
」
は
、
上
の
董
仲
舒
や
何
休
を
見
れ
ば
わ
か
る
と
お
り
、

い
つ
も
、
「
以
春
秋
当
新
王
」
と
組
に
な
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
か

ら
、
こ
の
緯
書
の
文
の
場
合
も
、
た
ま
た
ま
言
及
さ
れ
て
い
な
い

だ
け
で
、
言
外
に
は
「
新
王
」
が
存
在
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る

〔
な
お
、
前
半
の
「
先
魯
後
殷
」
に
は
「
魯
」
の
字
が
あ
っ
て
典

味
を
そ
そ
ら
れ
る
が
、
文
意
が
よ
く
わ
か
ら
な
い
〕
。
そ
し
て
、
何

よ
り
も
、
三
統
説
は
春
秋
漢
代
制
作
説
で
あ
り
、
王
魯
説
は
そ
の

一
環
な
の
で
あ
る
か
ら
、
緯
書
に
三
統
説
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、

取
り
も
直
さ
ず
、
王
魯
説
も
あ
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
し

た
が
っ
て
、
こ
の
王
魯
説
に
つ
い
て
も
、
董
仲
舒
↓
緯
書
↓
何
休
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【
無
伝
】

公
羊
に
し
ろ
穀
梁
に
し
ろ
左
氏
に
し
ろ
、
そ
の
理
由
は
よ
く
わ

か
ら
な
い
が
、
伝
の
つ
い
で
い
な
い
経
が
想
像
以
上
に
数
多
く
存

在
す
る
。
そ
れ
ら
に
関
し
、
何
注
や
苑
注
は
特
に
解
説
し
な
い
が
、

杜
注
に
限
っ
て
は
、
も
れ
な
く
執
拗
に
、
「
無
伝
」
と
い
う
解
説
を

繰
り
返
し
て
い
る
。
杜
注
で
は
、
他
に
も
、
例
え
ば
諸
侯
の
死
亡

記
事
に
つ
い
て
、
「
未
同
盟
而
赴
以
名
〔
（
名
を
書
い
て
い
る
の
は
）

同
盟
は
し
て
い
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
名
を
も
っ
て
赴
告
し
て
き

た
（
か
ら
で
あ
る
）
〕
」
と
、
繰
り
返
し
解
説
し
て
い
る
か
ら
、
そ

の
理
由
を
単
純
に
杜
預
の
粘
着
気
質
に
帰
す
る
こ
と
も
可
能
だ
が
、

果
し
て
そ
れ
だ
け
で
あ
ろ
う
か
。
別
に
何
か
理
由
が
あ
る
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
想
定
で
き
る
の
が
、
当
時
の
テ
キ
ス
ト

の
形
体
の
問
題
、
つ
ま
り
、
経
と
伝
と
は
別
行
し
て
い
た
の
か
ど

う
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
先
ず
杜

預
の
〈
春
秋
序
〉
に
「
分
経
之
年
与
伝
之
年
相
附
〔
経
の
年
を
分

け
て
、
伝
の
年
（
を
分
け
た
も
の
）
と
く
っ
つ
け
〕
比
其
義
類

各
随
而
解
之
名
日
経
伝
集
解
」
と
あ
る
の
を
信
ず
れ
ば
、
「
経
伝

異

処

於

省

覧

為

煩

故

杜

分

年

相

附

別

其

経

伝

緊

集

而

解

之
杜
言
集
解
謂
緊
集
経
伝
為
之
作
解
何
晏
論
語
集
解
乃
緊

集
諸
家
義
理
以
解
論
語
言
同
而
意
異
也
」
〔
同
疏
〕
と
い
う
こ
と

と
い
う
線
が
想
定
で
き
る
の
で
あ
る
。

に
な
る
。
つ
ま
り
、
そ
れ
ま
で
別
行
し
て
い
た
経
と
伝
と
を
、
杜

預
が
集
め
て
―
つ
に
し
た
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
今
、
杜
預
が

自
ら
言
っ
て
い
る
こ
と
を
疑
う
べ
き
格
別
の
理
由
は
見
当
た
ら
な

い
し
、
さ
か
の
ぼ
る
と
、
服
虔
に
は
、
侠
文
に
よ
る
し
か
な
い
が
、

伝
だ
け
で
、
経
に
注
し
た
形
跡
は
な
い
か
ら
、
服
虔
の
時
代
に
は

経
伝
が
ま
だ
別
行
し
て
い
た
可
能
性
が
高
い
、
と
思
わ
れ
る
〔
な

お
、
服
虔
は
特
別
で
、
買
達
を
み
れ
ば
経
伝
の
両
方
に
注
し
て
い

る
か
ら
、
買
達
の
時
、
経
伝
は
す
で
に
別
行
で
は
な
く
、
一
っ
に

合
併
さ
れ
て
い
た
、
と
す
る
『
会
箋
』
の
説
は
、
非
論
理
的
で
あ

る
〕
。
と
い
う
こ
と
で
、
左
氏
に
つ
い
て
は
、
杜
預
に
至
っ
て
経
と

伝
と
が
合
併
さ
れ
た
と
し
て
、
公
羊
・
穀
梁
に
つ
い
て
は
、
ど
う

な
の
か
。
そ
こ
で
、
漠
窯
平
石
経
〔
『
隷
釈
』
石
経
公
羊
残
碑
〕
を

み
る
と
、
今
本
で

11

経

A
I伝
A
I経
B
I伝
BII
と
い
う
形
の

も
の
が
、
単
に

II伝
9
A
I伝
BII
と
な
っ
て
、
経
が
欠
落
し
て
、

あ
る
伝
と
他
の
伝
と
が
直
結
し
て
い
る
。
ま
た
、
『
漢
書
』
藝
文
志

を
み
る
と
、
経
十
一
巻
と
公
羊
伝
十
一
巻
と
が
別
々
に
著
録
さ
れ

て
い
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
公
羊
は
、
何
休
の
頃
は
ま
だ
経

と
伝
と
が
別
行
し
て
い
た
、
と
考
え
る
の
が
普
通
で
あ
る
〔
ち
な

み
に
、
『
四
庫
提
要
』
は
、
そ
れ
ま
で
別
行
し
て
い
た
経
と
伝
と
を

合
併
し
た
の
は
、
疏
の
作
者
の
徐
彦
で
は
な
い
か
、
と
推
測
し
て

い
る
〕
。
穀
梁
の
方
は
、
石
経
は
残
っ
て
い
な
い
が
‘
『
漢
書
』
藝

文
志
を
み
る
と
、
や
は
り
、
経
十
一
巻
と
穀
梁
伝
十
一
巻
と
が
別
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々
に
著
録
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
公
羊
と
同
じ
く
、
後
漢
の
頃
は
ま

だ
経
と
伝
と
が
別
行
し
て
い
た
、
と
考
え
る
の
が
普
通
で
あ
る
。

た
だ
、
誰
が
経
と
伝
と
を
合
併
し
た
の
か
は
、
よ
く
わ
か
ら
な
い
。

『
四
庫
提
要
』
は
、
注
の
作
者
の
苑
宵
で
は
な
い
か
、
と
推
測
し

て
い
る
が
、
疱
宵
の
長
文
の
序
に
も
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
全
く

言
及
が
な
い
か
ら
、
に
わ
か
に
は
信
じ
難
い
。
む
し
ろ
、
『
四
庫
提

要
』
流
の
推
測
か
ら
す
れ
ば
、
公
羊
の
場
合
と
同
様
に
、
疏
の
作

者
の
楊
士
勘
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
も
し
か
り
に
、
こ
の
推
測
が

当
た
っ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
杜
預
の
左
氏
が
経
伝
合
併
で
あ
る
の

に
対
し
て
、
何
休
の
公
羊
と
苑
宵
の
穀
梁
と
は
経
伝
別
行
で
あ
る
、

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
う
な
る
と
、
杜
預
に
だ
け
「
無
伝
」
と

い
う
注
が
あ
る
理
由
は
、
一
応
、
次
の
よ
う
に
説
明
が
つ
く
。
つ

ま
り
、
経
伝
別
行
な
ら
、
は
じ
め
か
ら
両
者
は
離
れ
ば
な
れ
の
も

の
な
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
も
そ
も
、
「
無
伝
」
か
ど
う
か
は
、
問
題

に
な
ら
な
い
〔
「
無
」
の
意
味
は
も
ち
ろ
ん
異
な
る
が
、
経
に
と
っ

て
、
伝
は
す
ぐ
わ
き
に
は
無
い
の
だ
か
ら
〕
、
の
に
対
し
て
、
経
伝

合
併
な
ら
、
経
と
伝
と
は
一
覧
で
き
る
た
め
、
あ
る
経
が
「
無
伝
」

か
ど
う
か
は
、
気
に
す
べ
き
問
題
と
な
る
、
と
。
し
か
し
な
が
ら
、

こ
れ
で
は
、
図
式
が
あ
ま
り
に
も
単
純
で
あ
る
し
、
そ
も
そ
も
、

公
・
穀
に
於
け
る
経
伝
の
密
着
度
か
ら
し
て
、
公
・
穀
に
関
す
る

経
伝
の
合
併
が
、
左
氏
の
そ
れ
よ
り
も
遅
れ
る
、
と
い
う
の
は
、

ど
う
も
解
せ
な
い
。
そ
こ
で
、
「
蓋
公
羊
穀
梁
伝
直
以
其
所
作
伝

文
換
入
正
経
不
曽
別
出
而
左
氏
則
経
自
経
而
伝
自
伝
」
と

い
う
馬
端
臨
『
文
献
通
考
』
の
説
を
見
直
し
た
い
。
こ
の
、
公
・

穀
は
当
初
か
ら
経
伝
合
併
で
あ
っ
た
と
い
う
説
は
、
先
の
石
経
な

ど
を
根
拠
に
、
皮
錫
瑞
『
経
学
通
論
』
等
で
批
判
さ
れ
て
い
る
が
、

洪
業
「
春
秋
経
伝
引
得
序
」
の
よ
う
に
、
石
経
は
あ
く
ま
で
石
経

で
（
あ
っ
て
、
普
通
の
テ
キ
ス
ト
と
は
別
で
）
あ
る
、
と
考
え
て

は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
石
経
の
枷
が
な
く
な
れ
ば
、
公
・
穀
に
於
け

る
経
伝
の
密
着
度
か
ら
し
て
、
公
・
穀
は
当
初
か
ら
経
伝
合
併
で

あ
っ
た
と
考
え
る
方
が
、
は
る
か
に
自
然
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
洪

業
の
言
い
か
た
を
借
り
れ
ば
、
「
蓋
公
穀
二
伝
原
本
殆
先
具
経
文

其
有
伝
者
即
綴
伝
文
於
経
文
下
体
裁
頗
如
今
本
個
不
如
此

将
有
有
伝
而
不
知
所
限
之
経
突
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
さ
て
、

残
る
は
、
『
漢
書
』
藝
文
志
に
経
と
伝
と
が
別
々
に
著
録
さ
れ
て
い

る
問
題
で
あ
る
が
、
こ
れ
と
て
も
、
『
公
羊
伝
十
一
巻
』
と
『
穀
梁

伝
十
一
巻
』
と
い
う
テ
キ
ス
ト
に
は
、
経
も
つ
い
で
い
だ
と
考
え

れ
ば
、
解
決
可
能
で
あ
ろ
う
〔
『
経
十
一
巻
』
と
巻
数
が
同
じ
で
あ

る
こ
と
も
参
考
に
な
る
〕
。
以
上
を
整
理
す
る
と
、
①
何
休
の
公
羊

と
疸
宵
の
穀
梁
と
は
、
経
伝
合
併
で
、
し
か
も
、
一
年
の
内
で
、

事
件
ご
と
に
経
と
伝
と
が
交
互
に
現
わ
れ
、
②
買
達
・
服
虔
の
左

氏
は
、
経
伝
別
行
で
あ
り
、
③
杜
預
の
左
氏
は
、
経
伝
合
併
だ
が
、

一
年
の
内
で
、
前
半
に
は
経
だ
け
が
、
後
半
に
は
伝
だ
け
が
、
そ

れ
ぞ
れ
ま
と
ま
っ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
〔
左
氏
に
つ
い
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て
は
、
公
・
穀
流
の
交
互
合
併
形
式
は
想
像
で
き
な
い
〕
。
す
る
と
、

説
明
は
こ
う
で
あ
る
。
①
で
は
、
伝
の
有
無
は
一
目
瞭
然
で
あ
る

か
ら
、
「
無
伝
」
と
い
う
注
は
不
要
、
②
で
は
、
先
に
述
べ
た
よ
う

に
、
伝
の
有
無
は
最
初
か
ら
問
題
に
な
ら
な
い
か
ら
、
注
は
不
要
、

そ
し
て
、
③
だ
け
は
、
あ
る
経
に
つ
い
て
、
果
し
て
後
半
の
部
分

に
、
そ
れ
に
該
当
す
る
伝
が
あ
る
の
か
な
い
の
か
、
あ
ら
か
じ
め

示
し
て
お
く
マ
ー
ク
と
し
て
、
必
要
で
あ
る
、
と
。
つ
ま
り
、
③

は
、
中
途
半
端
と
は
言
わ
な
い
ま
で
も
、
①
と
②
と
の
中
間
形
体

で
あ
っ
た
た
め
、
特
に
「
無
伝
」
と
い
う
注
が
必
要
に
な
っ
た
、

と
い
う
の
が
、
あ
く
ま
で
推
測
の
範
囲
内
で
は
あ
る
が
、
一
っ
の

結
論
で
あ
る
。
な
お
、
蛇
足
な
が
ら
、
偲
公
元
年
「
秋
七
月
戊
辰

夫
人
姜
氏
斃
干
夷
斉
人
以
帰
」
の
杜
注
に
「
伝
在
閃
二
年
」
と

あ
り
、
同
二
年
「
冬
十
月
不
雨
」
の
杜
注
に
「
伝
在
三
年
」
と
あ

り
、
同
十
三
年
「
春
秋
侵
衛
」
の
杜
注
に
「
伝
在
前
年
春
」
と
あ

る
の
は
、
杜
預
が
、
伝
の
有
無
を
、
そ
し
て
、
あ
る
な
ら
ば
、
ど

こ
に
あ
る
の
か
を
、
つ
ね
に
意
識
し
て
い
た
証
拠
と
な
ろ
う
。

【
中
寿
】

儘
公
三
二
年
の
左
氏
伝
文
に
「
窟
叔
哭
之
日
孟
子
吾
見

師

之

出

而

不

見

其

入

也

公

使

謂

之

日

爾

何

知

中

寿

爾

墓
之
木
棋
突
」
と
あ
り
、
同
三
十
三
年
の
公
羊
伝
文
に
「
秦
伯
将

襲
鄭
百
里
子
与
窟
叔
子
諌
日
千
里
而
襲
人
未
有
不
亡
者
也

秦
伯
怒
日
若
爾
之
年
者
宰
上
之
木
批
突
爾
昂
知
」
と
あ

り
、
同
年
の
穀
梁
伝
文
に
「
秦
伯
将
襲
鄭
百
里
子
与
楚
叔
子
諫

日

千

里

而

襲

人

未

有

不

亡

者

也

秦

伯

日

子

之

家

木

已

棋

芙
何
知
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
、
洪
誠
『
訓
詰
学
』

〔
橋
本
秀
美
訳
、
ア
ル
ヒ
ー
フ
〕
に
次
の
よ
う
な
新
説
が
み
え
る
。

ー
三
伝
の
記
す
秦
伯
の
「
爾
墓
之
木
供
（
両
手
で
一
抱
え
の
太
さ
）

突
」
と
い
う
こ
と
ば
は
、
上
文
と
つ
な
が
ら
ず
、
漢
唐
の
注
疏
お

よ
び
清
代
の
経
学
著
作
・
劉
文
洪
《
疏
証
》
に
至
る
ま
で
、
い
ず

れ
も
こ
の
一
段
の
文
意
を
明
確
に
解
釈
し
て
い
な
い
。
《
左
伝
》
の

書
き
方
は
、
実
際
に
は
、
「
爾
墓
之
木
棋
突
」
の
上
に
、
前
文
を
承

け
て
「
及
師
之
入
」
と
い
う
一
句
が
あ
る
は
ず
な
の
が
省
略
さ
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。
径
叔
が
「
我
々
は
軍
隊
が
出
動
す
る
の
を
見

る
こ
と
は
で
き
て
も
、
軍
隊
が
帰
っ
て
く
る
の
を
見
る
こ
と
は
で

き
な
い
だ
ろ
う
」
と
言
っ
た
の
で
、
そ
れ
を
聞
い
た
秦
伯
が
怒
っ

て
、
人
づ
て
に
彼
に
、
「
お
ま
え
に
何
が
わ
か
る
？
お
ま
え
の
寿
命

も
も
う
終
わ
り
だ
。
軍
隊
が
帰
っ
て
く
る
頃
に
は
、
お
ま
え
の
墓

の
上
に
生
え
た
木
が
両
手
で
抱
え
る
ほ
ど
太
く
な
っ
て
い
る
だ
ろ

う
」
と
言
っ
た
の
で
あ
る
。
（
中
略
）
《
左
伝
》
は
記
載
が
詳
細
で

具
体
的
で
あ
る
か
ら
、
上
下
の
文
か
ら
省
略
さ
れ
た
句
を
見
て
取

る
こ
と
が
で
き
る
が
、
《
公
羊
》
《
穀
梁
》
二
伝
は
口
承
で
伝
え
ら

れ
た
た
め
脱
淵
が
余
り
に
も
多
く
、
省
略
の
手
が
か
り
が
つ
か
め

ず
、
理
解
不
可
能
に
な
っ
て
い
る
。
二
伝
を
根
拠
と
し
て
、
《
左
伝
》
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の
こ
の
一
段
に
省
略
が
あ
る
こ
と
を
認
め
な
い
の
は
、
機
械
的
に

語
句
の
形
式
だ
け
を
と
ら
え
て
、
言
語
の
内
容
は
問
題
に
し
な
い

と
い
う
こ
と
で
、
こ
の
よ
う
な
考
え
方
を
す
る
と
、
い
つ
ま
で
も

正
解
に
た
ど
り
着
け
な
い
場
合
が
多
い
。
《
古
代
漢
語
》
の
注
は
、

「
お
ま
え
に
何
が
わ
か
る
？
中
寿
の
年
齢
で
死
ん
で
お
れ
ば
、
お

ま
え
の
墓
に
生
え
た
木
も
も
う
両
手
で
抱
え
る
ほ
ど
の
太
さ
に
な

っ
て
い
る
は
ず
だ
。
こ
れ
は
、
窟
叔
が
と
っ
く
に
死
ん
で
い
る
べ

き
だ
っ
た
、
と
罵
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
中
寿
と
い
う
の
は
、
お

よ
そ
六
七
十
歳
ま
で
生
き
る
こ
と
を
指
す
か
ら
、
窟
叔
は
す
で
に

お
よ
そ
七
八
十
歳
で
あ
っ
た
」
と
い
う
。
こ
の
注
釈
の
誤
り
は
、

全
て
旧
注
に
直
接
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
。
既
に
七
、
八
十
歳
に

な
っ
て
い
る
人
に
向
か
っ
て
、
「
も
し
六
、
七
十
歳
で
死
ん
だ
ら
」

な
ど
と
言
う
だ
ろ
う
か
？
「
と
っ
く
に
死
ん
で
い
る
べ
き
だ
っ
た
」

と
言
い
た
い
の
に
、
生
き
て
い
る
相
手
に
向
か
っ
て
墓
の
上
に
生

え
た
木
が
云
々
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
言
う
だ
ろ
う
か
？
「
爾
墓

之
木
棋
突
」
は
、
そ
の
人
が
既
に
死
ん
で
し
ま
っ
た
と
い
う
意
味

し
か
な
く
、
と
っ
く
に
死
ん
で
い
る
べ
き
だ
と
い
う
意
味
に
は
な

ら
な
い
。
秦
伯
が
彼
を
、
死
人
だ
、
だ
か
ら
わ
か
ら
な
い
の
だ
、

と
罵
っ
て
い
る
と
い
う
な
ら
、
意
味
は
通
る
。
し
か
し
、
そ
う
す

る
と
、
そ
の
前
の
「
中
寿
」
が
、
ま
た
通
じ
な
い
。
こ
の
「
中
」

は
去
声
に
読
む
べ
き
で
、
「
満
」
と
訓
ず
る
。
諸
家
の
注
釈
は
、
誤

っ
て
平
声
に
読
み
、
中
く
ら
い
の
寿
命
と
す
る
が
、
そ
れ
で
は
理

解
し
よ
う
が
な
い
。
《
左
通
補
釈
》
は

い
て
詳
細
な
考
証
を
行
っ
て
い
る
が
、

。ヽし

「
中
寿
」
と
「
墓
木
」
に
つ

無
意
味
な
こ
と
こ
の
上
な

さ
て
、
こ
の
説
は
、
確
か
に
斬
新
だ
が
、
問
題
点
が
三
つ
あ
る
。

第
一
は
、
洪
誠
が
敢
え
で
言
穴
fl

二
伝
を
根
拠
と
し
て
、
《
左
伝
》

の
こ
の
一
段
に
省
略
が
あ
る
こ
と
を
認
め
な
い
の
は
、
機
械
的
に

語
句
の
形
式
だ
け
を
と
ら
え
て
、
言
語
の
内
容
は
問
題
に
し
な
い

と
い
う
こ
と
で
、
こ
の
よ
う
な
考
え
方
を
す
る
と
、
い
つ
ま
で
も

正
解
に
た
ど
り
着
け
な
い
場
合
が
多
い
II

と
い
う
件
で
あ
る
。
こ

の
説
話
は
、
表
現
の
上
で
多
少
の
違
い
は
あ
る
が
、
ど
う
み
て
も
、

内
容
的
に
は
三
伝
で
共
通
だ
か
ら
、
（
口
承
や
省
略
の
問
題
は
一
先

ず
措
い
て
）
伝
文
の
意
味
を
考
え
る
に
は
、
む
し
ろ
、
他
の
二
伝

を
積
極
的
に
参
考
に
す
る
方
が
、
方
法
と
し
て
（
月
並
だ
が
や
は

り
）
適
切
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
第
二
は
、

II

そ
れ
を
聞
い
た
秦
伯

が
怒
っ
て
、
人
づ
て
に
彼
に
、
「
お
ま
え
に
何
が
わ
か
る
？
お
ま
え

の
寿
命
も
も
う
終
わ
り
だ
。
軍
隊
が
帰
っ
て
く
る
頃
に
は
、
お
ま

え
の
墓
の
上
に
生
え
た
木
が
両
手
で
抱
え
る
ほ
ど
太
く
な
っ
て
い

る
だ
ろ
う
」
と
言
っ
た
の
で
あ
る
II

と
い
う
件
で
あ
る
。

II

木
が

両
手
で
抱
え
る
ほ
ど
太
く
な
っ
て
い
る
II

と
い
う
の
を
、
文
字
ど

捻
り
に
ど
松
ば
、
時
間
が
か
な
り
経
過
す
る
と
い
う
こ
と
だ
か
ら
、

そ
れ
は
つ
ま
り
、
軍
隊
が
な
か
な
か
帰
っ
て
こ
な
い
と
い
う
こ
と

で
あ
り
、
そ
れ
は
結
局
、
戦
争
が
う
ま
く
ゆ
か
な
い
こ
と
を
予
測
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し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
ら
、
戦
争
を
企
て
て
い
る
側
の

秦
伯
の
発
言
と
し
て
は
、
と
て
も
奇
妙
で
あ
る
。
す
ぐ
下
に
述
べ

る
第
三
の
問
題
と
関
連
す
る
が
、
こ
れ
は
、
洪
誠
の
筆
が
つ
い
滑

っ
た
ま
で
で
、
彼
が
言
い
た
い
の
は
、
む
し
ろ

II

軍
隊
が
帰
っ
て

く
る
頃
に
は
、
お
ま
え
は
墓
の
中
に
い
る
だ
ろ
う
II

〔
遠
路
と
は

言
え
、
軍
隊
は
勝
利
し
て
、
す
ぐ
に
帰
っ
て
く
る
の
だ
か
ら
、
つ

ま
り
、

II

お
ま
え
は
ま
も
な
く
死
ぬ
II

と
い
う
こ
と
〕
と
い
っ
た

よ
う
な
こ
と
で
あ
ろ
う
。
第
三
は
、
”
「
爾
墓
之
木
棋
突
」
は
、
そ

の
人
が
既
に
死
ん
で
し
ま
っ
た
と
い
う
意
味
し
か
な
く
、
と
っ
く

に
死
ん
で
い
る
べ
き
だ
と
い
う
意
味
に
は
な
ら
な
い
II

と
い
う
件

で
あ
る
。
こ
れ
で
は
、
洪
誠
が
「
棋
突
」
の
意
味
を
い
っ
た
い
ど

の
よ
う
に
捉
え
て
い
た
の
か
、
全
く
わ
か
ら
ず
、
「
供
突
」
を
無
視

し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
の
疑
念
も
わ
く
〔
も
し
「
批
突
」
を

無
視
し
て
し
ま
う
と
、
公
・
穀
の
方
の
意
味
が
わ
か
ら
な
く
な
る
。

な
お
、
こ
の
よ
う
に
い
く
つ
か
の
問
題
点
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
陸
宗
達
〈
序
言
〉
が
又
〈
左
伝
》
の
「
中
寿
」
に
つ
い
て
の
考

証
な
ど
は
、
証
拠
は
十
分
、
論
証
は
綿
密
、
ま
さ
に
不
動
の
定
説

で
、
千
年
の
謎
を
解
く
に
足
る
“
と
激
賞
し
て
い
る
の
は
、
理
解

に
く
る
し
む
〕
。
さ
て
、
三
伝
を
総
合
し
て
、
こ
の
説
話
の
意
味
を

う
ま
く
解
い
て
い
る
の
は
、
穀
梁
の
疸
注
で
あ
る
。
「
子
之
年
喪
皆
巳

老
死
芙
棋
合
抱
也
言
其
老
無
知
〔
あ
な
た
の
仲
間
は
、
み

な
、
ど
う
に
年
と
っ
て
死
ん
で
い
る
。
「
供
」
は
、
両
腕
で
か
か
え

る
こ
と
で
あ
る
。

年
と
っ
て
物
事
が
わ
か
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と

を
言
っ
た
の
で
あ
る
〕
」
と
あ
る
の
が
、
こ
れ
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
、

後
半
は
、
杜
注
「
合
手
日
棋
言
其
過
老
悸
不
可
用
」
を
承
け
た

も
の
で
あ
り
、
「
子
之
翡
」
は
、
公
羊
伝
文
「
若
爾
之
年
者
」
を
承

け
た
も
の
で
あ
り
、
「
已
」
は
、
穀
梁
伝
文
「
子
之
家
木
已
棋
突
」

の
「
已
」
を
承
け
た
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
ら
を
よ
く
見
る
と
、
「
供

突
」
に
か
か
わ
る
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
は
、
結
局
、
公
羊
の
「
若
爾

之
年
者
〔
お
前
た
ち
の
年
な
ら
ば
〕
」
と
穀
梁
の
「
已
〔
と
う
に
〕
」

と
に
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
つ
ま
り
、
「
＼
な
ら
ば
、
と
う
に
死
ん

で
い
る
は
ず
」
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
例
え
ば
‘

『
晉
書
』
載
記
封
学
伝
に
「
行
年
七
十
墓
木
已
批
惟
求
死
所

耳
」
と
あ
り
、
ま
た
、
『
宋
書
』
張
茂
度
伝
に
「
臣
若
不
遭
陛
下
之

明
墓
木
棋
突
」
と
あ
る
の
も
、
前
者
は

II

七
十
な
ら
ば
、
普
通

は
と
う
に
死
ん
で
い
る
年
令
II

と
い
う
意
味
で
あ
る
し
、
後
者
は

”
陛
下
の
よ
う
な
明
君
に
め
ぐ
り
あ
う
こ
と
が
な
か
っ
た
な
ら
ば
、

と
う
に
死
ん
で
い
た
II

と
い
う
意
味
で
あ
る
。
か
く
て
、
公
羊
伝

文
は
、
「
お
前
た
ち
の
年
な
ら
ば
、
（
普
通
は
と
う
に
死
ん
で
い
て
）

墓
の
木
が
一
か
か
え
に
も
な
っ
て
い
る
は
ず
だ
。
お
前
た
ち
（
の

よ
う
な
お
い
ぼ
れ
）
に
何
が
わ
か
ろ
う
か
」
と
解
せ
る
し
、
穀
梁

伝
文
は
「
（
あ
な
た
の
年
な
ら
ば
、
普
通
は
と
う
に
死
ん
で
い
て
）

あ
な
た
の
墓
の
木
は
、
両
腕
で
か
か
え
る
ほ
ど
に
な
っ
て
い
る
は

ず
だ
。
（
あ
な
た
に
）
何
が
わ
か
ろ
う
か
」
と
解
せ
る
。
そ
れ
な
ら

(13) 



ば
、
最
後
に
残
っ
た
左
氏
の
「
中
寿
」
は
、
い
っ
た
い
ど
の
よ
う

に
解
す
れ
ば
よ
い
だ
ろ
う
か
。
上
の
解
で
、
た
び
た
び

II

普
通
は
II

と
い
う
言
葉
を
補
っ
た
こ
と
を
思
い
出
し
て
欲
し
い
。
つ
ま
り
、

「
中
寿
」
は
、
こ
の

II

普
通
は
II

に
相
当
す
る
の
で
あ
る
。
そ
こ

で
、
『
呂
氏
春
秋
』
安
死
に
「
人
之
寿
久
之
不
過
百
中
寿
不
過

六
十
」
と
あ
る
の
が
大
い
に
参
考
に
な
ろ
う
。
こ
の
「
中
寿
」
は
、

特
に
上
寿
・
下
寿
を
想
定
す
る
要
は
な
く
、
今
風
に
言
え
ば
、
平

均
寿
命
と
い
っ
た
と
こ
ろ
だ
か
ら
で
あ
る
。
か
く
て
、
左
氏
伝
の

「
中
寿
」
も
、

II

平
均
寿
命
か
ら
す
る
と
II

と
か

II

平
均
寿
命
で

言
う
と
II

と
か
い
う
ふ
う
に
読
め
ば
よ
い
の
で
あ
っ
て
、
《
古
代

漢
語
》
の
注
の
説
は
、
決
っ
し
て
誤
っ
て
は
い
な
い
。

【
内
辞
】

公
羊
伝
を
見
る
と
、
経
の
様
々
な
表
現
に
つ
い
て
、
「
内
辞
也
」

と
い
う
説
明
が
よ
く
目
に
つ
く
。
今
、
そ
れ
ら
を
帰
納
し
て
導
き

出
さ
れ
る
意
味
は
、

II

魯
の
た
め
に
特
別
に
緯
ん
だ
表
現
II

と
い

う
こ
と
で
あ
る
〔
ち
な
み
に
、
桓
公
十
八
年
の
何
注
に
「
内
為
公

緯
辞
」
と
あ
る
〕
。
穀
梁
に
も
、
同
じ
「
内
辞
也
」
と
い
う
伝
文
が

見
ら
れ
る
が
、
数
は
限
ら
れ
、
し
か
も
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
、
経

の
「
弗
」
と
い
う
表
現
に
つ
い
て
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
「
内
辞
」

の
基
本
的
な
意
味
は
、
公
羊
の
場
合
と
あ
ま
り
変
わ
り
は
な
い
の

だ
が
、
疸
注
が
ら
み
で
些
か
問
題
が
あ
る
の
で
、
実
例
に
あ
た
っ

て
み
る
こ
と
に
す
る
。
ま
ず
、
儘
公
二
十
六
年
「
斉
人
侵
我
西
郷

公
追
斉
師
至
矯
弗
及
」
の
穀
梁
伝
文
に
「
弗
及
者
弗
与
也

可
以
及
而
不
敢
及
也
（
中
略
）
弗
及
内
辞
也
」
と
あ
る
。
こ

の
伝
文
に
つ
い
て
、
苑
宵
は

II

「
弗
及
」
と
は
、
わ
が
国
が
自
分
か

ら
お
い
つ
が
な
か
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
斉
に
お
い
つ
げ
な
か
っ
た

の
で
は
な
い
、
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
あ
る
II

と
注
し
て
い
る
が
、

「
内
辞
」
が
上
述
の
よ
う
な
意
味
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
鍾
文
悉
『
補

注
』
に
も
指
摘
す
る
と
お
り
、
疸
注
は
全
く
倒
錯
し
て
い
る
の
で

あ
り
、
正
し
く
は
、
逆
に

II

「
弗
及
」
と
は
、
斉
に
お
い
つ
け
な
か

っ
た
の
で
あ
っ
て
、
わ
が
国
が
自
分
か
ら
お
い
つ
か
な
か
っ
た
の

で
は
な
い
、
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
あ
る
II

と
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
し
た
が
っ
て
、
伝
文
の
意
味
は

II

「
弗
及
」
と
は
、
お
い
つ

げ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
（
実
は
）
お
い
つ
け
る
の
に
、

（
畏
れ
て
わ
ざ
と
）
お
い
つ
が
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
（
中
略
）
「
弗

及
」
〔
お
い
つ
け
な
か
っ
た
〕
と
は
、
内
辞
で
あ
る
II

と
い
う
こ

と
に
な
る
。
次
に
、
桓
公
十
年
「
秋
公
会
衛
侯
干
桃
丘
弗
遇
」

の
穀
梁
伝
文
に
「
弗
遇
者
志
不
相
得
也
弗
内
辞
也
」
と
あ

る
。
こ
の
伝
文
に
つ
い
て
、
苑
宵
は

II

会
を
唱
え
た
の
は
衛
の
方

で
あ
る
。
（
と
こ
ろ
が
）
魯
が
桃
丘
に
出
か
け
て
い
っ
た
の
に
、
衛

は
や
っ
て
来
な
か
っ
た
。
だ
か
ら
「
弗
遇
」
〔
魯
の
方
で
遇
わ
な
か

っ
た
〕
と
書
い
て
、
（
魯
の
）
恥
を
削
い
だ
の
で
あ
る
II

と
注
し

て
い
る
が
、
こ
れ
も
、
前
例
と
同
様
に
倒
錯
し
て
お
り
〔
『
補
注
』

(14) 



は
見
逃
し
て
い
る
〕
、
正
し
く
は
、
逆
に

11

「
不
遇
」
〔
遇
わ
な
か

っ
た
〕
と
書
か
ず
、
「
弗
遇
」
〔
遇
え
な
か
っ
た
〕
と
書
い
て
、
魯

の
責
任
を
軽
減
し
た
の
で
あ
る
II

と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な

お
、
こ
の
二
例
及
び
下
の
例
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
実
は
、
恥
や

責
任
に
関
す
る
観
念
が
、
伝
と
注
と
で
正
反
対
な
の
で
あ
る
。
つ

ま
り
、
伝
は
、
事
実
の
ま
ま
に
「

S
し
な
か
っ
た
」
と
言
う
の
で

は
恥
で
あ
る
か
ら
、
内
辞
と
し
て
「
（
や
む
を
え
な
い
事
情
か
ら
）

S
で
き
な
か
っ
た
」
に
変
え
た
、
と
す
る
の
に
対
し
て
、
注
は
‘

事
実
の
ま
ま
に
「

S
で
き
な
か
っ
た
」
と
言
う
の
で
は
恥
で
あ
る

か
ら
、
内
辞
と
し
て
「
（
自
主
的
に
）
＼
し
な
か
っ
た
」
に
変
え
た
、

と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
注
の
誤
り
は
、
本
来
、
何
か

よ
く
な
い
こ
と
を
、
事
情
を
勘
酌
し
て
緯
み
隠
す
、
と
い
う
消
極

的
装
置
で
あ
る
「
内
辞
」
を
、
何
か
主
体
性
を
と
り
も
ど
す
積
極

的
な
も
の
と
し
て
解
釈
し
て
い
る
点
に
あ
る
、
と
考
え
ら
れ
る
〔
ち

な
み
に
、
隠
公
元
年
の
公
羊
伝
文
「
及
我
欲
之
陸
不
得
巳

也
」
の
何
注
に
「
II

欲
し
た
II

場
合
は
、
善
が
重
く
悪
が
深
い
。

II

已
む
を
得
な
が
っ
だ
II

場
合
ば
、
善
が
軽
く
悪
於
浅
い
」
と
あ

る
。
否
定
型
と
肯
定
型
の
違
い
は
あ
る
が
、
こ
の
際
、
大
い
に
参

考
に
な
ろ
う
〕
。
さ
て
最
後
に
、
文
公
十
六
年
「
春
季
孫
行
父
会
斉

侯
干
陽
穀
斉
侯
弗
及
盟
」
の
穀
梁
伝
文
に
「
弗
及
者
内
辞
也

行
父
失
命
突
斉
得
内
辞
也
」
と
あ
る
。
こ
の
伝
文
に
つ
い
て
、

苑
宵
は

11

行
父
は
出
て
会
し
た
が
、
辞
令
〔
口
上
〕
を
誤
っ
た
か

ら
、
（
相
手
と
し
て
は
）
受
け
入
れ
る
義
理
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
故
、

斉
侯
ば
正
当
な
理
由
で
拒
否
じ
で
受
げ
な
が
っ
だ
の
で
あ
る
。
盟

わ
な
か
っ
た
の
は
、
斉
（
の
意
向
）
に
よ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、

（
斉
が
）
内
辞
を
与
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
II

と
注
し
て
い
る
が
、

こ
の
よ
う
に
、
斉
の
主
体
性
を
強
調
し
て
、
「
内
辞
」
を
積
極
的
な

も
の
と
し
て
解
釈
す
る
の
は
、
誤
り
で
あ
っ
て
、
こ
こ
は
や
は
り
、

前
二
例
と
同
様
に
、
「
不
及
」
〔
同
意
し
な
か
っ
た
〕
と
は
言
わ
ず

に
、
「
弗
及
」
〔
で
き
な
か
っ
た
〕
と
言
う
こ
と
が
、
内
辞
な
の
で

あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
伝
文
の
意
味
は
、

II

「
弗
及
」
と
は
、
内
辞

で
あ
る
。
行
父
は
辞
令
〔
口
上
〕
を
誤
っ
た
（
だ
か
ら
、
斉
侯
は

盟
っ
こ
と
に
同
意
し
な
か
っ
た
〔
「
下
及
」
〕
の
で
あ
っ
て
、
非
は

行
父
に
あ
る
）
。
そ
こ
で
、
斉
の
た
め
に
内
辞
〔
「
盟
お
う
と
し
て

も
盟
え
な
か
っ
た
」
〈
弗
及
〉
と
い
う
表
現
〕
を
使
っ
た
の
で
あ
る
II

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
た
だ
し
、
こ
こ
の
「
内
辞
」
は
、
前
二
例

と
些
か
趣
を
異
に
す
る
。
と
い
う
の
も
、
前
二
例
の
経
文
の
主
語

は
魯
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
こ
こ
の
は
斉
で
あ
り
、
そ
れ
に
と
も

な
っ
て
、
こ
こ
だ
け
、
伝
文
に
「
斉
得
内
辞
也
」
と
い
う
補
足
が

あ
る
、
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
こ
の
「
内
辞
」
は
斉
に
関
わ

る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
先
の
II

魯
の
た
め
に
特
別
に
緯
ん
だ
表
現
II

を
少
し
拡
大
一
般
化
し
て
、

II

特
別
に
勘
酌
し
た
表
現
II

と
い
う

ふ
う
に
修
正
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
う
な
る
と
、

「
内
辞
」
は
、
原
理
的
に
は
、
ど
こ
の
国
に
関
し
て
も
使
用
可
能
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な
の
だ
が
〔
と
い
っ
て
も
、
本
来
は
魯
の
た
め
の
も
の
だ
か
ら
、

相
手
が
当
の
魯
の
場
合
に
限
ら
れ
、
外
国
ど
う
し
に
は
使
え
な
い
〕
、

実
際
に
は
、
使
用
す
る
理
由
が
必
要
と
な
る
〔
こ
こ
の
例
で
い
う

と
、
孔
父
が
辞
令
を
誤
っ
た
、
つ
ま
り
、
相
手
の
魯
の
方
に
非
が

あ
っ
た
か
ら
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
〕
。
こ
こ
が
、
先
の
魯
に
限
定

的
な
「
内
辞
」
と
は
異
な
る
点
で
あ
る
。
限
定
的
な
「
内
辞
」
で

あ
れ
ば
、
使
用
す
る
の
に
、
特
に
理
由
を
必
要
と
し
な
い
。
主
語

が
魯
で
あ
る
こ
と
で
、
既
に
理
由
は
立
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

な
お
、
公
羊
の
方
を
詳
し
く
み
る
と
、
実
は
、
経
文
の
主
語
は
魯

以
外
で
あ
っ
て
も
、
伝
文
の
「
内
辞
」
が
魯
に
限
定
的
と
い
う
例

も
あ
る
〔
荘
公
九
年
「
九
月
斉
人
取
子
糾
殺
之
」
の
公
羊
伝
文
に

「
其
言
取
之
何
内
辞
也
脅
我
使
我
殺
之
也
」
と
あ
る
〕
か
ら
、

正
解
を
得
る
に
は
、
も
ち
ろ
ん
、
主
語
と
い
う
形
式
面
だ
け
に
か

た
よ
る
こ
と
な
く
、
内
容
面
で
の
考
察
も
必
要
と
な
る
〔
ち
な
み

に
、
『
補
注
』
は
、
文
公
十
六
年
の
「
内
辞
」
を
、
前
二
例
と
同
じ
、

魯
に
限
定
的
な
も
の
、
と
し
て
解
し
て
い
る
。
主
語
に
煩
わ
さ
れ

な
い
点
は
よ
い
の
だ
が
、
斉
の
た
め
で
は
な
く
て
、
魯
の
た
め
と

し
た
の
で
は
、
ど
う
考
え
て
も
、
伝
文
の
「
斉
得
内
辞
也
」
と
甑

甑
す
る
。
こ
の
伝
文
は

II

本
来
は
魯
の
た
め
の
も
の
で
あ
る
内
辞

を
、
こ
の
場
合
、
特
別
に
相
手
の
斉
の
方
に
貸
し
与
え
た
II

と
い

う
意
味
の
は
ず
で
あ
る
〕
。

【
懐
悪
】

昭
公
十
一
年
「
夏
四
月
丁
巳
楚
子
虔
誘
察
侯
般
殺
之
干
申
」
の

公
羊
伝
文
に
「
楚
子
虔
何
以
名
絶
昴
為
絶
之
為
其
誘
討
也

此

討

賊

也

雖

誘

之

則

昂

為

絶

之

懐

悪

而

討

不

義

君

子

不
予
也

[
I
I

楚
子
虔
II

と
、
ど
う
し
て
名
を
い
っ
て
い
る
の
か
。

絶
っ
て
で
あ
る
。
ど
う
し
て
絶
つ
の
か
。
誘
っ
て
討
っ
た
た
め
で

あ
る
。
こ
れ
は
賊
を
討
っ
た
の
で
あ
る
。
誘
っ
た
と
し
て
も
、
ど

う
し
て
絶
つ
の
か
。
悪
を
懐
い
で
不
義
を
討
つ
こ
と
は
、
君
子
が

許
さ
な
い
、
か
ら
で
あ
る
〕
」
と
あ
り
、
何
注
に
「
内
懐
利
国
之
心

而
外
託
討
賊
故
不
与
其
討
賊
而
責
其
誘
詐
也
〔
内
に
は
国
を
利

ず
る
心
を
懐
ぎ
な
於
ら
‘
表
向
き
は
賊
を
討
つ
こ
と
に
か
こ
つ
け

た
か
ら
、
賊
を
討
つ
こ
と
を
許
さ
ず
に
、
誘
い
だ
ま
し
た
こ
と
を

責
め
た
の
で
あ
る
〕
」
と
あ
る
。
つ
ま
り
、
何
注
は
、
伝
の
「
懐
悪
」

を、

II

内
に
邪
心
を
懐
く
If

と
い
っ
た
よ
う
に
、
も
っ
ぱ
ら
心
理

的
に
解
釈
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
果
し
て
こ
れ
が
公
羊
伝
文
の

解
釈
と
し
て
適
切
で
あ
ろ
う
か
〔
確
か
に
、
『
詩
』
唐
風
〈
無
裟
〉

「
自
我
人
居
居
」
の
毛
伝
「
居
居
懐
悪
不
相
親
比
之
貌
」
な
ど

は
、
そ
う
い
う
意
味
だ
ろ
う
が
。
ち
な
み
に
、
今
で
も
、
『
大
漢
和

辞
典
』
の
「
悪
人
を
な
つ
け
る
」
は
論
外
と
し
て
、
『
漢
語
大
詞
典
』

な
ど
は
、
わ
ざ
わ
ざ
こ
の
伝
文
を
引
き
、
何
注
に
従
っ
て
、
「
心
懐

邪
悪
」
と
解
し
て
い
る
〕
。
そ
こ
で
、
穀
梁
の
方
を
見
て
み
る
と
、

昭
公
四
年
「
秋
七
月
楚
子
察
侯
陳
侯
許
男
頓
子
胡
子
沈
子
淮
夷
伐
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執
斉
慶
封
殺
之
」
の
伝
文
に
「
霊
王
使
人
以
慶
封
令
於
軍
中

有
若
斉
慶
封
試
其
君
者
乎
慶
封
曰
子
一
息
我
亦
且
一

日
有
若
楚
公
子
囲
試
其
兄
之
子
而
代
之
為
君
者
乎
軍
人

菜
然
皆
笑
慶
封
試
其
君
而
不
以
試
君
之
罪
罪
之
者
慶
封
不

為

霊

王

服

也

不

与

楚

討

也

春

秋

之

義

用

貴

治

賤

用

賢

治

不

肖

不

以

乱

治

乱

也

孔

子

日

懐

悪

而

討

雖

死

不

服

其

斯
之
謂
与
〔
（
楚
の
）
霊
王
は
、
人
に
慶
封
を
ひ
き
つ
れ
て
軍
中
に

布
れ
回
ら
せ
た

II

斉
の
慶
封
が
そ
の
君
を
試
し
た
よ
う
な
こ
と
を

す
る
者
が
現
わ
れ
な
い
よ
う
に
II

と
。
（
す
る
と
）
慶
封
が
言
っ

た
II

あ
な
た
は
ち
ょ
っ
と
お
休
み
下
さ
い
。
私
の
方
も
一
言
申
し

上
げ
ま
し
ょ
う
。

I
楚
の
公
子
囲
〔
霊
王
〕
が
そ
の
兄
の
子
を
試

し
て
代
わ
り
に
君
と
な
っ
た
よ
う
な
こ
と
を
す
る
者
が
出
な
い
よ

う
に
II

と
。
（
楚
の
）
軍
中
の
人
々
は
み
な
、
げ
ら
げ
ら
笑
っ
た
。

慶
封
は
そ
の
君
を
試
し
た
の
に
、
試
君
の
罪
に
よ
っ
て
罪
責
し
な

い
（
「
人
」
を
称
さ
な
い
）
の
は
、
慶
封
が
霊
王
に
服
さ
な
か
っ
た

（
つ
ま
り
、
霊
王
に
も
罪
が
あ
っ
た
）
か
ら
で
あ
る
。
（
つ
ま
り
）

楚
の
討
（
誅
殺
）
を
許
さ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
《
春
秋
》
の
義
で
は
、

貴
に
よ
っ
て
賤
を
治
め
、
賢
に
よ
っ
て
不
肖
を
治
め
る
の
で
あ
っ

て
、
乱
（
無
道
・
悪
）
に
よ
っ
て
乱
を
治
め
る
と
い
う
こ
と
は
し

な
い
。
孔
子
が
言
っ
て
い
る

II

悪
を
懐
い
て
討
つ
の
な
ら
、
死
ん

で
も
服
さ
な
い
II

と
。
こ
の
こ
と
を
言
っ
た
の
で
あ
ろ
う
〕
」
と

あ
る
。
こ
の
箇
所
に
苑
注
は
な
い
が
〔
苑
注
に
つ
い
て
は
下
で
ふ

日 呉

れ
る
〕
、
文
脈
か
ら
推
し
て
、
伝
文
の
「
懐
悪
而
討
」
が

II

罪
を
も

つ
身
で
討
つ
II

の
意
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、

事
実
的
に
解
釈
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
う
な
る
と
、

鍾
文
丞
~
『
補
注
』
の
よ
う
に
、
あ
く
ま
で
何
注
に
従
い
、
そ
の
結

果
、
公
羊
と
穀
梁
と
で
は
、
「
懐
悪
」
の
意
味
が
異
な
る
と
す
る
か

〔
「
懐
悪
而
討
即
上
以
乱
治
乱
也
公
羊
十
一
年
伝
日
懐
悪
而

討
不
義
君
子
不
予
何
休
以
為
内
懐
利
国
之
心
而
外
託
討
賊

与
此
伝
意
異
此
伝
日
以
乱
日
懐
悪
皆
指
霊
有
試
君
之
罪
而
言

耳
」
〕
、
祠
部
恣
『
注
』
の
よ
う
に
、
何
注
を
非
と
し
、
公
羊
も
穀

梁
と
同
じ
意
味
で
あ
る
と
す
る
か
〔
「
十
一
年
楚
子
虔
誘
察
侯
般
殺

之

干

申

公

羊

伝

懐

悪

而

討

不

義

君

子

不

予

亦

是

引

孔

子

之

言

君

子

不

予

者

謂

孔

子

不

予

也

虔

殺

慶

封

殺

般

自

以

為
討
有
罪
突
然
実
懐
悪
而
討
懐
悪
者
謂
虔
負
試
君
之
悪

二
伝
一
義
鍾
説
失
之
」
〕
の
、
ど
ち
ら
か
で
あ
る
が
、
祠
部
恣
も

言
っ
て
い
る
と
お
り
、
「
君
子
」
と
は
「
孔
子
」
の
こ
と
で
あ
る
し
、

ま
た
、
襄
公
三
十
年
に
「
夏
四
月
察
世
子
般
試
其
君
固
」
と
あ
っ

て
、
実
は
、
般
も
慶
封
と
同
じ
く
君
を
試
し
た
賊
で
あ
る
〔
つ
ま

り
、
昭
公
四
年
と
十
一
年
と
は
全
く
同
じ
事
例
で
あ
る
〕
か
ら
、

公
羊
と
穀
梁
と
を
区
別
す
る
の
は
非
合
理
で
あ
る
。
こ
れ
を
要
す

る
に
、
公
羊
の
方
の
「
懐
悪
」
も

II

罪
を
も
つ
身
で
II

の
意
味
で

あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
公
羊
の
流
れ
を
汲
ん

で
い
る
で
あ
ろ
う
『
春
秋
繁
露
』
仁
義
法
に
「
義
云
者
非
謂
正

(17) 



人

謂

正

我

雖

有

乱

世

柾

上

莫

不

欲

正

人

梁

謂

義

昔

者

楚
霊
王
討
陳
祭
之
賊
斉
桓
公
執
衷
濤
塗
之
罪
非
不
能
正
人
也

然
而
春
秋
弗
予
不
得
為
義
者
我
不
正
也
」
と
あ
る
の
も
、

心
理
的
解
釈
よ
り
事
実
的
解
釈
の
方
が
適
合
す
る
と
思
わ
れ
る
。

な
お
、
昭
公
十
一
年
の
穀
梁
伝
文
「
夷
秋
之
君
誘
中
国
之
君
而
殺

之
故
謹
而
名
之
也
称
時
称
月
称
日
称
地
謹
之
也
」
の
疱
注
に

「
夫
罰
不
及
嗣
先
王
之
令
典
懐
悪
而
討
丈
夫
之
醜
行
楚

虔
滅
人
之
国
殺
人
之
子
伐
不
以
罪
亦
巳
明
芙
〔
い
っ
た
い
「
刑

罰
は
嗣
子
に
ま
で
及
ぼ
さ
な
い
」
（
『
書
』
大
萬
膜
）
の
が
、
先
王

の
令
典
で
あ
り
、
「
悪
を
懐
い
で
討
つ
」
（
四
年
伝
文
）
の
は
、
丈

夫
と
し
て
恥
ず
べ
き
行
為
で
あ
る
。
楚
の
虔
は
、
人
の
国
を
滅
し
、

人
の
子
を
殺
し
た
（
「
冬
十
有
一
月
丁
酉
楚
師
滅
察
執
察
世
子
友

以
帰
用
之
」
）
の
だ
か
ら
、
（
般
を
）
伐
つ
の
に
、
し
か
る
べ
き

罪
に
よ
ら
な
か
っ
た
（
悪
を
懐
い
て
い
た
）
こ
と
が
明
ら
か
で
あ

る
〕
」
と
あ
っ
て
、
四
年
の
当
該
箇
所
で
は
不
明
で
あ
っ
た
苑
宵
の

「
懐
悪
」
解
釈
が
わ
か
る
。
つ
ま
り
、
引
用
の
前
後
の
文
脈
か
ら

推
し
て
、
苑
宵
は
実
は
、
穀
梁
の
「
懐
悪
」
を
、
逆
に
、
公
羊
の

何
休
風
に
解
釈
し
、
正
解
を
は
ず
し
て
い
る
よ
う
な
の
で
あ
る
。

【
刑
人
】

襄
公
二
十
九
年
に
「
闇
試
呉
子
餘
祭
」
と
し
て
、
呉
子
が
刑
人

〔
刑
余
の
人
〕
を
近
づ
け
た
た
め
に
試
さ
れ
た
と
い
う
記
事
が
見

え
る
が
、

II

刑
人
を
近
づ
け
た
II

と
は
、
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な

こ
と
を
指
す
の
だ
ろ
う
か
。
二
つ
の
解
釈
の
仕
方
が
あ
り
得
る
。

―
つ
は
、

II

そ
も
そ
も
刑
人
を
闇
〔
門
番
〕
に
し
た
こ
と
自
体
を
指

す
II

と
す
る
も
の
で
、
以
下
こ
れ
を
A
説
と
よ
ぶ
。
も
う
―
つ
は
、

II

何
か
別
の
こ
と
〔
文
字
ど
お
り
刑
人
を
近
づ
け
た
こ
と
〕
を
指

す
II

と
す
る
も
の
で
、
以
下
こ
れ
を
B
説
と
よ
ぶ
。
ま
ず
、
公
羊

伝
文
に
は
「
闇
者
何
門
人
也
刑
人
也
刑
人
則
昂
為
謂
之
閻

刑
大
非
其
大
也
君
子
不
近
刑
人
近
刑
人
則
軽
死
之
道
也

〔
「
闇
」
と
は
何
か
。
門
番
で
あ
り
、
刑
人
で
あ
る
。
刑
人
な
ら
ば
、

ど
う
し
て
「
闇
」
と
言
っ
て
い
る
の
か
。
刑
大
ば
閤
に
ず
べ
ぎ
で

は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
君
子
は
刑
人
を
近
づ
け
な
い
。
刑
人
を
近

づ
け
れ
ば
、
死
を
軽
ん
ず
る
こ
と
に
な
る
〕
」
と
あ
り
、

II

刑
人
は

閻
に
す
べ
き
で
は
な
い
II

に
注
目
す
れ
ば
、
公
羊
は
A
説
で
あ
る

こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
な
お
、
こ
の

A
説
の
系
列
に
属
す
る
も

の
と
し
て
、
『
礼
記
』
王
制
に
「
是
故
公
家
不
畜
刑
人
大
夫
弗
養

士

遇

之

塗

弗

与

言

也

屏

之

四

方

唯

其

所

之

不

及

以

政

亦
弗
故
生
也
」
と
あ
り
、
同
祭
統
に
「
闇
者
守
門
之
賤
者
也

古
者
不
使
刑
人
守
門
」
と
あ
り
、
さ
ら
に
、
こ
れ
ら
を
承
け
た
も

の
と
し
て
、
『
塩
鉄
論
』
周
秦
に
「
古
者
君
子
不
近
刑
人
刑
人

非
人
也
身
放
叛
而
辱
後
世
故
無
賢
不
肖
莫
不
趾
也
」
と
あ

り
、
ま
た
、
『
礼
記
』
曲
礼
上
の
疏
に
引
く
〈
白
虎
通
〉
に
「
古
者

刑

残

之

人

公

家

不

畜

大

夫

不

養

士

遇

之

路

不

与

語
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放
諸
境
坑
不
毛
之
地
与
禽
獣
為
伍
」
と
あ
る
。
だ
か
ら
、
何
注
に

も

「

刑

人

不

自

頼

而

用

作

闇

由

之

出

入

卒

為

所

殺

故

以

為

戒

不

言

其

君

者

公

家

不

畜

士

庶

不

友

放

之

遠

地

欲

去
聴
所
之
故
不
繋
国
不
繋
国
故
不
言
其
君
〔
刑
人
は
自
分

を
大
切
に
す
る
人
間
で
は
な
い
の
に
、
用
い
て
闇
に
し
、
こ
れ
に

よ
っ
て
出
入
し
、
結
局
、
殺
さ
れ
た
か
ら
、
戒
め
と
し
た
の
で
あ

る
。
「
其
君
」
と
言
っ
て
い
な
い
の
は
、
（
刑
人
は
）
公
家
で
は
獲

わ
ず
、
士
庶
人
は
交
友
せ
ず
、
こ
れ
を
遠
方
の
地
に
追
放
し
て
、

ど
こ
で
も
行
き
た
い
所
に
行
か
せ
る
か
ら
、
国
に
繋
げ
ず
、
国
に

繋
げ
な
い
か
ら
、
「
其
君
」
と
言
わ
な
い
の
で
あ
る
〕
」
と
あ
る
の

で
あ
る
。
つ
い
で
、
穀
梁
伝
文
に
は
「
闇
門
者
也
寺
人
也

不
称
名
姓
閻
不
得
斉
於
人
不
称
其
君
闇
不
得
君
其
君
也

礼

君

不

使

無

恥

不

近

刑

人

不

押

敵

不

遁

怨

賤

人

非

所

貴
也
貴
人
非
所
刑
也
刑
人
非
所
近
也
挙
至
賤
而
加
之
呉
子

呉
子
近
刑
人
也
閣
試
呉
子
餘
祭
仇
之
也
〔
「
閣
」
と
は
、
門

番
で
あ
り
、
寺
人
（
宦
者
、
刑
人
）
で
あ
る
。
名
姓
を
称
さ
な
い

の
は
、
閻
は
人
間
の
列
に
入
る
こ
と
が
出
来
な
い
か
ら
で
あ
る
。

「
其
君
」
と
称
さ
な
い
の
は
、
闇
は
そ
の
君
を
君
と
す
る
こ
と
が

出
来
な
い
か
ら
で
あ
る
。
礼
で
は
、
君
は
無
恥
（
も
の
ご
と
の
可

否
が
わ
か
ら
な
い
者
）
を
使
わ
手
‘
刑
人
を
近
づ
げ
な
い
。
敵
を

あ
な
ど
ら
ず
、
自
分
に
怨
み
を
も
つ
者
を
近
づ
け
な
い
。
賤
人
は

貴
ぶ
べ
き
も
の
（
相
手
）
で
は
な
く
、
貴
人
は
刑
す
る
べ
き
も
の

で
は
な
く
、
刑
人
は
近
づ
け
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
。
至
賤
（
「
閻
」

と
い
う
称
）
を
挙
げ
て
、
呉
子
を
試
し
た
と
書
い
て
い
る
の
は
、

呉
子
が
刑
人
を
近
づ
け
た
か
ら
（
誤
っ
て
）
で
あ
る
。
「
闇
が
呉
子

餘
祭
を
試
し
た
」
の
は
、
餘
祭
に
怨
み
を
も
っ
て
い
た
か
ら
で
あ

る
〕
」
と
あ
り
、

II

刑
人
を
近
づ
げ
な
い
II

の
す
ぐ
上
に
11

無
恥
を

使
わ
ず
II

と
あ
る
こ
と
〔
つ
ま
り
、
「
近
」
は
「
使
」
と
同
様
の

意
味
で
あ
る
こ
と
〕
に
注
目
す
れ
ば
、
穀
梁
も
A
説
で
あ
る
こ
と

が
わ
か
る
。
疏
に
「
今
呉
子
以
奄
人
為
閣
是
近
之
也
」
と
あ
る

所
以
で
あ
る
〔
ち
な
み
に
、
鍾
文
丞
~
『
補
注
』
に
「
不
近
則
何
由

得
試
故
知
呉
子
近
之
」
と
あ
る
の
は
、
穀
梁
が

B
説
で
あ
る
こ

と
を
言
っ
て
い
る
も
の
と
誤
解
さ
れ
そ
う
な
、
微
妙
な
表
現
で
あ

る
。
多
分
、
鍾
文
柔
の
真
意
は
そ
う
で
は
な
い
だ
ろ
う
が
〕
。
と
こ

ろ
で
、

B
説
の
方
は
、
ど
こ
へ
行
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

実
は
、

B
説
は
、
鄭
玄
の
説
と
関
わ
り
が
あ
る
。
上
掲
の
『
礼
記
』

王
制
の
文
の
鄭
注
に
「
屏
猶
放
去
也
已
施
刑
則
放
之
棄
之

役

賦

不

与

亦

不

授

之

以

田

困

乏

又

無

購

條

也

虞

書

日

五

流

有

宅

五

宅

三

居

是

也

周

則

墨

者

使

守

門

妍

者

使

守

関

宮
者
使
守
内
肘
者
使
守
園
児
者
使
守
積
」
〔
「
墨
者
」
以
下

は
、
『
周
礼
』
掌
数
の
引
用
〕
と
あ
り
、
同
祭
統
の
文
の
鄭
注
に
「
古

者
不
使
刑
人
守
門
謂
夏
殷
時
」
と
あ
る
の
が
、
こ
れ
で
あ
る
。

鄭
玄
は
、

II

王
制
や
祭
統
の
文
は
あ
く
ま
で
夏
・
殷
の
制
を
述
べ
た

も
の
で
あ
っ
て
、
周
の
制
で
は
刑
人
を
閣
に
し
た
の
で
あ
る
II

と
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言
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
は
つ
ま
り
、

II

刑
人
を
闇
に
し
た
こ

と
自
体
は
常
制
に
従
っ
た
ま
で
で
、
特
に
非
難
す
べ
き
こ
と
で
は

な
い
II

と
言
う
も
同
然
で
あ
る
。
と
な
る
と
、
非
難
さ
れ
る
べ
き

「
刑
人
を
近
づ
け
た
」
と
い
う
行
為
は
、
何
か
別
の
こ
と
を
指
す
、

と
い
う
こ
と
に
な
り
、

B
説
に
帰
結
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。

た
だ
し
、
以
上
は
、
鄭
注
を
《
春
秋
》
に
あ
て
は
め
れ
ば
、
論
理

的
に
そ
う
な
る
、
と
い
う
に
過
ぎ
な
い
。
実
際
の
鄭
玄
の
《
春
秋
》

解
釈
に
つ
い
て
言
う
と
、
『
礼
記
』
曲
礼
上
「
刑
人
不
在
君
側
」
の

鄭
注
に
「
為
怨
恨
為
害
也
春
秋
伝
日
近
刑
人
則
軽
死
之
道
」

と
あ
っ
て
、
公
羊
伝
文
が
引
用
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
、
一
向
に
は

っ
き
り
し
な
い
〔
実
は
、
「
刑
人
不
在
君
側
」
と
い
う
曲
礼
の
文
自

体
が
、
は
っ
き
り
せ
ず
、
「
不
近
刑
人
」
と
同
様
に
、

A
.
B
の
二

説
が
あ
り
得
る
の
で
あ
る
〕
。
ち
な
み
に
、
上
述
の
鄭
玄
の
夏
・
殷

の
制
と
周
の
制
と
の
区
別
に
か
ら
め
て
、
陳
立
『
疏
證
』
は
、
先

の
〈
白
虎
通
〉
の
侠
文
に
注
し
て
、
「
然
則
公
羊
春
秋
変
周
之
文

従
殷
之
質
故
何
氏
即
据
殷
礼
以
譲
呉
子
爾
」
と
言
っ
て
い
る
。

文
・
質
の
論
に
の
せ
た
穿
っ
た
見
方
だ
が
、
公
羊
だ
け
で
な
く
、

穀
梁
も
同
じ
く
A
説
で
あ
る
し
、
ま
た
、
何
休
は
、
文
・
質
に
か

か
わ
る
時
は
、
い
ち
い
ち
そ
れ
に
言
及
し
て
い
る
の
に
〔
例
え
ば
、

隠
公
十
一
年
の
公
羊
伝
文
「
微
国
也
」
の
何
注
に
「
膝
序
上
者

春
秋
変
周
之
文
従
殷
之
質
質
家
親
親
先
封
同
姓
」
と
あ
り
、

桓
公
十
一
年
の
公
羊
伝
文
「
春
秋
伯
子
男
一
也
辞
無
所
貶
」
の

何
注
に
「
春
秋
改
周
之
文
従
殷
之
質
合
伯
子
男
為
―
―
辞
無

所
貶
皆
従
子
」
と
あ
る
〕
、
こ
こ
に
は
な
い
か
ら
、
陳
立
個
人
の

憶
測
の
域
を
出
な
い
。
さ
て
そ
れ
で
は
、

B
説
は
机
上
の
空
論
な

の
か
。
実
は
、
そ
う
で
も
な
さ
そ
う
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
左

氏

伝

文

に

「

呉

人

伐

越

獲

伴

焉

以

為

闇

使

守

舟

呉

子

餘

祭
観
舟
闇
以
刀
試
之
」
と
あ
っ
て
、
舟
の
番
と
い
う

II

何
か
別

の
こ
と
II

を
さ
せ
た
こ
と
が
、
具
体
的
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
か
ら

で
あ
る
。
た
だ
し
、
杜
預
は
「
言
以
刀
明
近
刑
人
」
と
注
し
、

無
理
に
公
羊
・
穀
梁
に
ひ
っ
か
け
て
、
あ
た
か
も
経
解
で
あ
る
か

の
よ
う
に
見
せ
か
け
て
い
る
も
の
の
、
実
は
、
こ
の
文
は
、
左
氏

伝
に
よ
く
あ
る
単
な
る
史
話
の
―
つ
に
過
ぎ
な
い
か
ら
、

B

「説」

と
ま
で
呼
ぶ
の
は
難
か
し
い
か
も
知
れ
な
い
。

【
中
国
】

昭
公
二
十
五
年
「
有
鶴
鵠
来
巣
」
の
公
羊
伝
文
に
「
何
以
書

記
異
也
何
異
爾
非
中
国
之
禽
也
宜
穴
又
巣
也
〔
ど
う
し
て

書
い
た
の
か
。
異
（
変
）
を
記
録
す
る
た
め
で
あ
る
。
な
ぜ
異
と

す
る
の
か
。
中
国
の
禽
で
は
な
く
、
（
し
か
も
）
穴
居
す
る
は
ず
で

あ
る
の
に
巣
く
っ
た
、
か
ら
で
あ
る
〕
」
と
あ
る
が
、
こ
の
「
中
国
」

と
は
、
ど
の
よ
う
な
意
味
で
あ
ろ
う
か
。
何
注
を
見
る
前
に
、
先

行
す
る
解
釈
を
あ
た
っ
て
み
る
と
、
ま
ず
、
『
漢
書
』
五
行
志
中
之

下
に
「
劉
向
以
為
（
中
略
）
鵬
鵠
夷
狭
穴
蔵
之
禽
来
至
中
国
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不
穴
而
巣
陰
居
陽
位
象
季
氏
将
逐
昭
公
去
宮
室
而
居
外

野
也
（
中
略
）
昭
不
膳
而
挙
兵
囲
季
氏
為
季
氏
所
敗
出
絆

干
斉
遂
死
干
外
野
董
仲
舒
指
略
同
」
と
あ
っ
て
、
董
仲
舒
以

来
の
公
羊
説
で
は
、
「
中
国
」
と
は
、
夷
狭
に
対
ず
る
中
国
の
意
で

あ
る
こ
と
が
わ
か
る
〔
劉
向
の
は
、
「
来
」
に
注
目
し
て
い
る
か
ら
、

厳
密
に
は
穀
梁
説
と
い
う
べ
き
も
の
か
も
知
れ
な
い
が
、
こ
こ
で

は
公
羊
説
と
考
え
て
、
特
に
支
障
は
な
い
〕
。
つ
い
で
、
徐
疏
に
引

く
『
異
義
』
公
羊
説
に
「
鶴
鵠
夷
狭
之
鳥
不
当
来
入
中
国
」

と
あ
っ
て
、
公
羊
説
の
伝
統
が
そ
の
ま
ま
続
い
て
い
る
こ
と
が
わ

か
る
。
だ
か
ら
、
何
注
に
「
非
中
国
之
禽
而
来
居
此
国
国
将
危

亡

之

象

鶴

鵠

猶

櫂

欲

宜

穴

又

巣

此

櫂

臣

欲

国

自

下

居

上

之
徴
也
其
後
卒
為
季
氏
所
逐
〔
中
国
の
禽
で
は
な
い
の
に
、
来

て
こ
の
国
に
居
住
し
た
の
は
、
国
が
危
亡
す
る
こ
と
の
象
で
あ
る
。

「
鶴
鵠
」
は
、
櫂
欲
と
同
じ
で
あ
る
。
（
つ
ま
り
）
穴
居
す
る
は
ず

で
あ
る
の
に
巣
く
っ
た
の
は
、
櫂
臣
が
国
を
欲
し
、
下
か
ら
（
の

し
あ
が
っ
て
）
上
に
居
る
こ
と
の
徴
で
あ
る
。
そ
の
後
、
結
局
、

季
氏
に
追
い
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
〕
」
と
あ
る
の
も
、
伝
文
の
「
中

国
」
を
そ
の
ま
ま
引
き
写
し
た
だ
け
で
、
特
に
説
明
は
し
て
い
な

い
が
、
や
は
り
、
夷
秋
に
対
す
る
中
国
と
解
し
て
い
る
と
推
測
し

て
、
大
過
あ
る
ま
い
。
さ
て
、
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
公
羊

説
に
は
ぶ
れ
が
な
く
、
一
貫
し
て
い
る
か
ら
、
徐
疏
に
「
非
中
国

之
禽
也
者
謂
是
夷
秋
之
鳥
」
と
あ
る
よ
う
に
、
公
羊
伝
文
の
「
中

国
」
は
、
夷
秋
に
対
す
る
中
国
の
意
で
あ
る
、
と
結
論
づ
け
て
よ

さ
そ
う
で
あ
る
〔
実
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
公
羊
へ
の
駁
論
か

ら
も
、
こ
の
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
る
〕
。
と
こ
ろ
で
、
「
鶴
鵠
」
は
、

『
周
礼
』
に
も
登
場
し
、
や
や
こ
し
い
問
題
を
ひ
き
お
こ
し
て
い

る
。
考
工
記
の
総
叙
に
「
鶴
鵠
不
鍮
清
」
と
あ
る
の
が
こ
れ
で
、

鄭
注
に
「
鶴
鵠
鳥
也
春
秋
昭
二
十
五
年
有
嶋
鵠
来
巣
伝
日

書
所
無
也
鄭
司
農
云
不
鍮
清
無
妨
於
中
国
有
之
」
と
あ

り
、
買
疏
に
「
按
異
義
公
羊
以
為
鶴
鵠
夷
秋
之
鳥
穴
居

今
来
至
魯
之
中
国
巣
居
此
櫂
臣
欲
自
下
居
上
之
象
穀
梁
亦

以

為

夷

秋

之

鳥

来

中

国

義

与

公

羊

同

左

氏

以

為

鶴

鵠

来

巣

書

所

無

也

彼

注

云

周

礼

曰

鶴

鵠

不

蹄

清

今

鍮

宜

穴

而

又

巣

故

日

書

所

無

也

許

君

謹

按

従

二

伝

後

鄭

駁
之
云
按
春
秋
言
来
者
甚
多
非
皆
従
夷
秋
来
也
従
魯
橿
外

而

至

則

言

来

鶴

鵠

本

清

西

穴

虚

今

乃

鍮

清

而

東

又

巣

為
昭
公
将
去
魯
国
今
先
鄭
云
不
鍮
清
無
妨
於
中
国
有
之

与
後
鄭
義
同
也
」
と
あ
る
。
つ
ま
り
、
鄭
玄
は
、
鄭
司
農
の

II

渭

水
を
鍮
え
な
い
範
囲
で
あ
れ
ば
、
中
国
に
も
生
息
す
る
II

と
い
う

説
を
承
け
、
「
来
」
の
解
釈
で
補
強
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、

II

夷
秋

の
鳥
で
あ
る
II

と
い
う
公
羊
説
を
論
駁
し
て
い
る
の
で
あ
る
〔
ち

な
み
に
、
こ
の
よ
う
な
論
駁
か
ら
も
、
逆
に
、
公
羊
伝
文
の
「
中

国
」
が
夷
荻
に
対
ず
る
中
国
の
意
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
〕
。

な
お
、
こ
の
よ
う
に
、
同
じ
く
古
文
系
で
あ
る
『
周
礼
』
と
『
左
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氏
伝
』
と
を
ミ
ッ
ク
ス
し
て
《
春
秋
》
の
「
有
鵬
鵠
来
巣
」
を
解

く
の
が
、
左
氏
説
の
伝
統
で
あ
る
ら
し
く
、
そ
れ
は
、
買
疏
の
「
左

氏
以
為
鶴
鵠
来
巣
書
所
無
也
」
の
下
に
「
彼
注
云
周
礼
日

鶴

鵠

不

鍮

清

今

鍮

宜

穴

而

又

巣

故

日

書

所

無

也

」

と

あ
る
こ
と
か
ら
推
測
で
き
る
〔
ち
な
み
に
、
陳
壽
棋
『
五
経
異
義

疏
證
』
に
よ
れ
ば
、
「
彼
注
云
」
以
下
は
、
買
・
服
等
の
旧
注
を
引

い
た
も
の
で
、
『
異
義
』
の
本
文
で
は
な
い
〕
。
た
だ
し
、
左
氏
伝

文
自
体
に
は
「
書
所
無
也
」
と
し
か
な
い
か
ら
、
左
氏
説
の
は
、

あ
く
ま
で
も
、
公
羊
に
対
抗
す
る
た
め
の
拡
大
解
釈
で
あ
る
。
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
伝
統
は
根
づ
よ
く
、
杜
注
に
も
「
此
鳥
穴

居
不
在
魯
界
故
日
来
巣
非
常
故
書
」
と
し
て
、
受
け
継
が

れ
て
い
る
〔
ち
な
み
に
、
拡
大
解
釈
で
あ
る
こ
と
は
、
こ
の
杜
注
が
、

伝
文
で
は
な
く
、
経
文
に
つ
け
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
も
象
徴
さ

れ
て
い
る
〕
。
と
こ
ろ
で
、
公
羊
の
徐
疏
に
「
旧
解
以
為
中
国
国
中
」

と
あ
る
。
こ
れ
は
つ
ま
り
、

II

公
羊
伝
文
の
「
中
国
」
は
、
夷
秋
に

対
す
る
中
国
で
は
な
く
、
国
中
〔
す
な
わ
ち
魯
〕
の
意
で
あ
る
II

と
す
る
解
釈
で
、
上
述
の
公
羊
説
の
主
流
か
ら
は
大
き
く
は
ず
れ

る
も
の
で
あ
る
が
、
公
羊
伝
文
を
こ
の
よ
う
に
解
釈
す
る
と
、
上

の
鄭
玄
の
「
従
魯
橿
外
而
至
」
に
限
り
な
く
近
づ
く
。
だ
か
ら
、

こ
の
解
釈
は
、
「
旧
解
」
と
は
言
わ
れ
て
い
る
も
の
の
、
実
は
そ
れ

ほ
ど
古
い
解
釈
で
は
な
く
、
左
氏
説
か
ら
の
攻
勢
に
対
し
、
公
羊

伝
を
弁
護
す
る
た
め
に
一
部
の
公
羊
家
に
よ
っ
て
案
出
さ
れ
た
苦

肉
の
策
で
あ
る
、
と
推
定
さ
れ
る
〔
ち
な
み
に
、
孔
広
森
『
通
義
』

及
び
陳
立
『
義
疏
』
は
、
「
国
中
」
こ
そ
公
羊
伝
文
の
真
意
で
あ
る

と
し
、
『
義
疏
』
は
更
に
、
何
休
の
「
中
国
」
ま
で
も
、
「
国
中
」

の
意
で
あ
る
、
と
言
っ
て
い
る
が
、
董
仲
舒
以
来
の
公
羊
説
の
伝

統
を
忘
れ
て
い
る
点
で
、
到
底
首
肯
で
き
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
『
義

疏
』
が
挙
げ
て
い
る
『
詩
』
毛
伝
の
「
中
谷
谷
中
也
」
や
「
中

林
林
中
」
な
ど
、
所
謂
倒
句
法
の
存
在
自
体
を
否
定
す
る
つ
も

り
は
な
い
が
〕
。
最
後
に
穀
梁
だ
が
、
そ
の
伝
文
に
二
有
一
亡
日

有
来
者
来
中
国
也
〔
あ
っ
た
り
な
か
っ
た
り
す
る
場
合
に
、

「
有
」
と
言
う
。
「
来
」
と
は
、
（
よ
そ
か
ら
）
中
国
に
来
た
と
い

う
こ
と
で
あ
る
〕
」
と
あ
る
。
こ
の
「
中
国
」
が
、
公
羊
の
場
合
と

同
様
に
、
伝
統
的
な
穀
梁
説
で
は
、
夷
秋
に
対
す
る
中
国
の
意
で

あ
り
、
お
そ
ら
く
は
、
こ
れ
が
伝
文
の
真
意
で
も
あ
る
こ
と
は
、

上
に
挙
げ
た
五
行
志
・
買
疏
な
ど
に
よ
っ
て
明
ら
か
で
あ
る
が
、

疸
注
に
は
「
鶴
鵠
不
渡
清
非
中
国
之
禽
故
日
来
〔
鶴
鵠
は
（
普

通
）
清
水
を
渡
る
こ
と
が
な
く
、
中
国
の
禽
で
は
な
い
。
だ
か
ら
、

「
来
」
と
言
う
の
で
あ
る
〕
」
と
い
う
微
妙
な
表
現
が
み
え
る
。
な

ぜ
微
妙
か
と
い
う
と
、
「
鶴
鵠
不
渡
清
」
〔
考
工
記
〕
を
引
け
ば
、

論
理
的
に
は
、
「
中
国
」
は
「
国
中
」
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
苑
宵

は
、
上
に
挙
げ
た
公
羊
の
所
謂
旧
説
と
同
様
に
、
左
氏
説
に
迎
合

し
た
解
釈
を
し
て
い
る
、
と
誤
解
さ
れ
か
ね
な
い
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
誤
解
で
あ
り
、
苑
宵
も
や
は
り
、
夷
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【
文
実
】

偕
公
元
年
「
斉
師
宋
師
曹
師
次
干
面
北
救
邪
」

の
公
羊
伝
文
に

秋
に
対
す
る
中
国
と
い
う
伝
統
的
解
釈
に
従
っ
て
い
る
と
推
測
さ

れ
る
。
と
い
う
の
も
、
も
し
、
苑
宵
が
、
こ
こ
の
「
中
国
」
を
「
国

中
」
の
意
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
と
す
れ
ば
、
倍
公
二
十
八
年
の

伝
文
「
復
者
復
中
国
也
」
の
苑
注
に
「
中
国
猶
国
中
也
」
と
あ

り
、
昭
公
三
十
年
の
伝
文
「
中
国
不
存
公
存
公
故
也
」
の
苑
注
に

「
中
国
猶
国
中
也
」
と
あ
る
よ
う
に
、
必
ず
そ
う
説
明
が
な
さ
れ

る
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
つ
づ
く
伝
文
「
鵬
鵠
穴
者
而

日
巣
」
の
苑
注
に
「
劉
向
日
去
穴
而
巣
此
陰
居
陽
位
臣
逐

君
之
象
也
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
上
の
五
行
志
の
劉
向
説
の
一

部
を
そ
の
ま
ま
引
い
た
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
を
要
す
る
に
、

苑
宵
の
解
釈
は
、
あ
く
ま
で
伝
統
的
な
も
の
な
の
で
あ
り
、
考
工

記
は
、
た
ま
た
ま
不
用
意
に
引
い
た
も
の
と
み
な
す
べ
き
で
あ
ろ

う
。
な
お
、
哀
公
十
四
年
「
春
西
狩
獲
麟
」
の
穀
梁
伝
文
「
其
不

言
来
不
外
麟
於
中
国
也
其
不
言
有
不
使
麟
不
恒
於
中
国
也
」

の
苑
注
に
「
薙
日
（
中
略
）
鵬
鵠
非
魯
之
常
禽
」
と
あ
る
の
も
、

前
後
の
文
脈
か
ら
推
し
て
、
魯
に
限
定
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、

た
ま
た
ま
中
国
の
う
ち
の
魯
に
来
た
か
ら
〔
ち
な
み
に
、
上
に
挙

げ
た
買
疏
の
中
の
『
異
義
』
公
羊
説
に
「
魯
之
中
国
」
と
い
う
表

現
が
み
え
る
〕
、
「
魯
」
と
言
っ
て
い
る
だ
け
で
あ
ろ
う
。

「
救
不
言
次
此
其
言
次
何
不
及
事
也
不
及
事
者
何
邪
巳

亡

突

執

亡

之

蓋

秋

滅

之

昂

為

不

言

秋

滅

之

為

桓

公

緯

也

昂
為
為
桓
公
諦
上
無
天
子
下
無
方
伯
天
下
諸
侯
有
相
滅

亡
者
桓
公
不
能
救
則
桓
公
恥
之
昂
為
先
言
次
而
後
言
救

君

也

君

則

其

称

師

何

不

与

諸

侯

専

封

也

昂

為

不

与

実

与

而
文
不
与
文
昴
為
不
与
諸
侯
之
義
不
得
専
封
也
諸
侯
之
義

不

得

専

封

則

其

日

実

与

之

何

上

無

天

子

下

無

方

伯

天

下

諸
侯
有
相
滅
亡
者
力
能
救
之
則
救
之
可
也
〔
「
救
」
に
は
（
普

通
）
「
次
」
と
は
言
わ
な
い
。
こ
こ
で
「
次
」
と
言
っ
て
い
る
の
は

な
ぜ
か
。
間
に
合
わ
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
間
に
合
わ
な
か
っ

た
と
は
、
ど
う
い
う
こ
と
か
。
邪
は
す
で
に
亡
ん
で
い
た
の
で
あ

る
。
誰
が
亡
し
た
の
か
。
お
そ
ら
く
、
秋
が
滅
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

（
そ
れ
な
ら
ば
）
ど
う
し
て
、
秋
が
滅
し
た
こ
と
を
言
わ
な
い
の

か
。
桓
公
の
た
め
に
緯
ん
で
で
あ
る
。
ど
う
し
て
桓
公
の
た
め
に

緯
む
の
か
。
上
に
（
し
か
る
べ
き
）
天
子
が
お
ら
ず
、
下
に
（
し

か
る
べ
き
）
方
伯
が
い
な
い
、
と
い
う
状
況
で
、
天
下
の
諸
侯
の

中
に
滅
亡
す
る
者
が
あ
る
場
合
、
桓
公
は
、
こ
れ
を
救
う
こ
と
が

出
来
な
け
れ
ば
、
自
分
の
恥
と
し
た
、
か
ら
で
あ
る
。
ど
う
し
て
、

先
に
「
次
」
と
言
い
、
後
に
「
救
」
と
言
っ
て
い
る
の
か
。
君
だ

っ
た
か
ら
で
あ
る
。
君
な
ら
ば
、
「
師
」
と
称
し
て
い
る
の
は
な
ぜ

か
。
諸
侯
が
勝
手
に
封
建
す
る
こ
と
を
許
さ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

ど
う
し
て
許
さ
な
い
の
か
。
実
に
ば
許
じ
で
文
に
は
許
さ
な
い
の
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で
あ
る
。
文
に
は
ど
う
し
て
許
さ
な
い
の
か
。
諸
侯
は
義
と
し
て

勝
手
に
封
建
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
諸
侯
が
義
と
し
て
勝
手
に

封
建
で
き
な
い
な
ら
ば
、
実
に
は
許
す
と
い
う
の
は
な
ぜ
か
。
上

に
（
し
か
る
べ
き
）
天
子
が
お
ら
ず
、
下
に
（
し
か
る
べ
き
）
方

伯
が
い
な
い
、
と
い
う
状
況
で
、
天
下
の
諸
侯
の
中
に
滅
亡
す
る

者
が
あ
る
場
合
、
こ
れ
を
救
う
力
が
あ
る
な
ら
ば
、
救
っ
て
も
よ

い
、
か
ら
で
あ
る
〕
」
と
あ
る
。
こ
の
中
の
「
実
与
而
文
不
与
」
と

い
う
伝
文
は
、
儘
公
二
年
・
倍
公
十
四
年
・
文
公
十
四
年
・
宣
公

十
一
年
・
定
公
元
年
に
も
登
場
す
る
が
、
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な

意
味
だ
ろ
う
か
。
さ
ら
っ
と
読
め
ば
、
例
え
ば
、
野
間
文
史
氏
が

II

実
際
に
は
与
す
が
経
文
の
上
で
与
さ
な
い
II

〔
『
春
秋
学
』
研
文

出
版
‘
―
二
九
頁
〕
と
解
し
、
『
漢
語
大
詞
典
』
が

If

春
秋
筆
法

謂
字
面
上
貶
之
而
実
際
上
褒
之
II

と
解
し
て
い
る
よ
う
に
、
そ

れ
ほ
ど
難
解
な
句
と
は
思
え
な
い
〔
ち
な
み
に
、
こ
の
よ
う
な
解

釈
は
、
僭
公
二
年
の
徐
疏
に
「
謂
経
文
雖
不
与
当
従
其
実
理
而

与
之
」
と
あ
る
の
に
基
づ
く
も
の
で
あ
ろ
う
〕
。
し
か
し
な
が
ら
、

よ
く
考
え
て
み
る
と
、

If

実
際
に
は
与
す
II

と
い
う
の
が
実
は
奇

妙
な
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
こ
の
場
合
、
ゆ
る
す
主
体
は
当

然
、
《
春
秋
》
の
作
者
と
さ
れ
る
孔
子
で
あ
ろ
う
か
ら
、
ゆ
る
す
の

は
あ
く
ま
で
《
春
秋
》
の
上
で
の
こ
と
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、

こ
れ
も
経
文
の
書
法
に
よ
る
し
か
な
い
、
か
ら
で
あ
る
。
言
い
換

え
れ
ば
、
書
法
の
問
題
か
ら
は
ず
れ
て
、
文
字
ど
お
り

II

実
際
に

は
与
す
II

な
ど
と
い
う
こ
と
は
、
そ
も
そ
も
あ
り
得
な
い
、
か
ら

で
あ
る
〔
上
掲
の
『
漠
語
大
詞
典
』
の
解
釈
は
、
一
度
「
筆
法
」

と
言
っ
て
お
き
な
が
ら
、
そ
れ
を
「
字
面
上
」
と
「
実
際
上
」
と

に
分
け
て
い
て
、
特
に
奇
妙
で
あ
る
。
「
筆
法
」
と
は
「
字
面
上
」

の
こ
と
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
た
だ
し
、
「
筆
法
」
を
二
分
す
る

方
法
自
体
は
、
以
下
の
考
察
の
参
考
に
な
る
〕
。
そ
こ
で
、
何
注
を

見
て
み
る
と
、
倍
公
元
年
の
伝
文
「
実
与
」
の
注
に
「
不
書
所
封

帰
是
也
〔
封
を
受
け
て
帰
っ
た
こ
と
を
書
い
て
い
な
い
点
が
、
そ

う
で
あ
る
〕
」
と
あ
り
、
文
公
十
四
年
の
伝
文
「
実
与
」
の
注
に
「
弗

克
納
是
〔
（
経
文
に
）
「
弗
克
納
」
と
あ
る
の
が
、
そ
う
で
あ
る
ご

と
あ
り
、
宣
公
十
一
年
の
伝
文
「
実
与
」
の
注
に
「
不
言
執
与

討
賊
同
文
〔
「
執
」
と
言
つ
で
捻
ら
命
‘
賊
を
討
っ
た
場
合
と
表
現

が
同
じ
で
あ
る
（
か
ら
）
〕
」
と
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
に
よ
れ
ば
、
「
実

与
」
は
、
あ
く
ま
で
書
法
の
範
囲
内
で
の
問
題
で
あ
る
、
と
い
う

こ
と
が
わ
か
る
。
「
文
不
与
」
の
方
が
書
法
の
問
題
で
あ
る
こ
と
は

自
明
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
を
要
す
る
に
、
「
文
」
と
「
実
」
と
は
、

書
法
と
い
う
同
じ
土
俵
の
上
で
の
対
比
物
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と

に
な
る
〔
ち
な
み
に
、
定
公
元
年
に
於
い
て
は
、
「
実
与
」
の
注
に

「
言
干
京
師
是
也
」
と
あ
り
、
「
而
文
不
与
」
の
注
に
「
文
不
与
者

貶
称
人
是
也
」
と
あ
っ
て
、
対
比
が
見
易
い
〕
。
な
お
、
こ
の
よ

う
に
、
「
文
」
と
「
実
」
と
が
書
法
上
で
の
対
比
関
係
に
あ
る
こ
と

は
、
宣
公
十
五
「
夏
五
月
宋
人
及
楚
人
平
」
の
伝
文
「
此
皆
大
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夫

也

其

称

人

何

貶

昂

為

貶

平

者

在

下

也

〔

こ

れ

は

い

ず

れ
も
大
夫
で
あ
る
の
に
、
「
人
」
と
称
し
て
い
る
の
は
な
ぜ
か
。
貶

し
て
で
あ
る
。
ど
う
し
て
貶
す
る
の
か
。
和
平
を
な
し
た
の
が
臣

下
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
〕
」
の
何
注
に
「
以
主
坐
在
君
側
遂
為
罪
也

知
経
不
以
文
実
貶
也
凡
為
文
実
貶
者
皆
以
取
専
事
為
罪
〔
主

と
し
て
、
君
の
側
に
い
な
が
ら
遂
し
た
点
を
罪
責
し
て
い
る
こ
と

か
ら
、
（
こ
こ
で
は
）
経
於
文
・
実
に
よ
6

で
貶
し
て
い
る
の
で
は

な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
一
般
に
、
文
•
実
に
よ
っ
て
貶
し
て
い
る

の
は
、
い
ず
れ
も
み
な
、
勝
手
に
事
を
お
こ
な
っ
た
点
を
罪
責
す

る
場
合
で
あ
る
〕
」
と
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
わ
か
る
。
ち
な
み
に
、

哀
公
十
三
年
「
公
会
晉
侯
及
呉
子
干
黄
池
」
の
伝
文
「
呉
何
以
称

子

呉

主

会

也

呉

主

会

則

昂

為

先

言

晉

侯

不

与

夷

秋

之

主

中
国
也
其
言
及
呉
子
何
会
両
伯
之
辞
也
〔
呉
は
ど
う
し
て

「
子
」
を
称
し
て
い
る
の
か
。
呉
は
会
を
主
催
し
た
か
ら
で
あ
る
。

呉
が
会
を
主
催
し
た
の
な
ら
、
ど
う
し
て
先
に
「
晉
侯
」
を
言
っ

て
い
る
の
か
。
夷
秋
が
中
国
に
対
し
て
主
と
な
る
こ
と
を
許
さ
な

い
、
か
ら
で
あ
る
。
「
及
呉
子
」
と
言
っ
て
い
る
の
は
何
か
。
（
魯

が
）
両
伯
と
会
し
た
、
と
い
う
表
現
で
あ
る
〕
」
の
何
注
に
「
晉
序

上

者

主

会

文

也

呉

言

及

者

亦

人

往

為

主

之

文

也

方

不

与

夷
秋
主
中
国
而
又
事
実
当
見
不
可
醇
奪
故
張
両
伯
辞
先
晉

言
及
呉
子
使
若
晉
主
会
為
伯
呉
亦
主
会
為
伯
半
抑
半
起

以
奪
見
其
事
也
〔
晉
を
上
に
置
い
て
い
る
の
は
、
（
晉
が
）
会
を
主

催
し
た
と
い
う
表
現
で
あ
り
、
呉
に
「
及
」
と
言
っ
て
い
る
の
も
、

ま
た
、
人
が
お
も
む
い
て
（
呉
を
）
主
と
し
て
み
と
め
た
と
い
う

表
現
で
あ
る
。
夷
秋
が
中
国
に
対
し
て
主
と
な
る
こ
と
を
許
す
ま

い
と
し
、
ま
た
、
一
方
で
は
、
事
実
は
あ
ら
わ
さ
な
け
れ
ば
な
ら

ず
、
完
全
に
と
り
の
ぞ
く
（
か
く
す
）
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
、
か

ら
、
両
伯
（
二
人
の
方
伯
）
の
表
現
を
張
っ
て
、
晉
を
先
に
し
て

「
及
呉
子
」
と
言
い
、
晉
は
会
を
主
催
し
て
伯
と
な
り
、
呉
も
ま

た
会
を
主
催
し
て
伯
と
な
っ
た
、
か
の
よ
う
に
し
た
の
で
あ
る
。

（
つ
ま
り
）
な
が
ば
抑
え
な
が
ば
起
ご
ず
こ
と
に
よ
っ
て
、
事
実

を
か
く
し
（
か
つ
）
あ
ら
わ
し
た
の
で
あ
る
〕
」
と
あ
る
の
は
、
ニ

つ
の
書
法
の
間
の
せ
め
ぎ
合
い
を
言
っ
て
い
て
、
大
い
に
参
考
に

な
る
〔
「
不
与
夷
秋
主
中
国
」
と
い
う
の
が
、
「
文
不
与
」
に
近
く
、

「
事
実
当
見
不
可
醇
奪
」
と
い
う
の
が
、
「
実
与
」
に
近
い
。
な
お
、

こ
こ
の
場
合
、
両
者
は
バ
ラ
ン
ス
を
保
っ
て
い
る
が
、
上
の
文
・

実
の
場
合
は
、
僣
公
元
年
及
び
二
年
の
何
注
に
「
主
書
者
起
文

従
実
也
〔
そ
も
そ
も
こ
の
記
事
を
書
い
た
の
は
、
文
が
実
に
従
う

こ
と
を
示
す
た
め
で
あ
る
〕
」
と
あ
っ
て
、
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
比
重

は
実
の
方
に
傾
い
て
お
り
、
お
そ
ら
く
、
こ
れ
が
伝
の
真
意
で
も

あ
ろ
う
〕
。
か
く
て
、
公
羊
に
頻
見
す
る
「
実
与
而
文
不
与
」
と
い

う
伝
文
の
意
味
を
わ
か
り
や
す
く
表
現
す
る
と
、

II

本
音
で
は
許
す

が
、
建
前
と
し
て
は
許
さ
な
い
II

〔
い
ず
れ
も
み
な
、
書
法
上
の

問
題
と
し
て
〕
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ち
な
み
に
、
日
原
利
国
氏
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は
II

斉
の
桓
公
の
「
専
封
」
、
楚
の
荘
王
の
「
専
討
」
、
い
ず
れ
も

〈
実
〉
ー
現
実
的
要
請
と
し
て
は
是
認
す
る
が
、
理
念
を
説
く
春

秋
の
〈
文
〉
と
し
て
は
許
さ
な
い
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
理
念
と

現
実
、
た
て
ま
え
と
実
際
と
を
、
き
び
し
く
緊
張
関
係
に
お
き
な

が
ら
、
し
か
も
共
存
さ
せ
よ
う
と
す
る
論
理
と
解
さ
れ
る
II

〔『春

秋
公
羊
伝
の
研
究
』
創
文
社
、
三

0
三
頁
〕
と
言
っ
て
い
る
。
一

部
、
真
意
の
よ
く
わ
か
ら
な
い
箇
所
も
あ
る
が
、
逆
に
言
え
ば
、

敢
え
て
「
表
現
」
と
か
「
書
法
」
と
か
「
経
文
」
と
か
を
使
わ
な

い
、
実
に
巧
み
な
説
明
で
あ
る
。
な
お
、
最
後
に
一
言
。
実
は
、

筆
者
も
か
つ
て
、
「
実
与
而
文
不
与
」
を
、
思
わ
ず
II

現
実
に
は
許

す
が
、
表
現
〔
理
念
〕
と
し
て
許
さ
な
い
II

と
訳
し
て
し
ま
っ
た

〔
『
春
秋
公
羊
伝
何
休
解
詰
』
汲
古
書
院
、
一
九
九
三
年
〕
。
若
気

の
至
り
と
は
言
え
、
お
恥
し
い
限
り
で
あ
る
。
こ
の
場
を
か
り
て
、

お
詫
び
し
、
訂
正
し
た
い
。
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